
令和４年度第３回朝霞市廃棄物減量等推進審議会 

次   第 

 

日時：令和４年１０月２４日（月）午前１０時から 

場所：朝霞市リサイクルプラザ３階活動室 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  題 

 

  （１）「第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画」策定に伴うアンケート調査 

の実施要領について 

 

  （２）その他 

 

 

３ 閉  会 

 

 

 

＜資料＞ 

・資料１ 朝霞市のごみに関するアンケート調査 実施概要 

・資料２ 一般市民アンケート（案） 

・資料３ 中学生アンケート（案） 

・資料４ 事業所アンケート（案） 

・資料５ 収集運搬業者アンケート（案） 

・資料６ 朝霞市一般廃棄物処理基本計画（素案）令和 4年 10月時点 



朝霞市のごみに関するアンケート調査 実施概要 

 

１. 調査目的 

第６次計画の策定にあたり、市民等の意見を把握し、課題整理や施策検討を行うための参考資料とする。 

 

２. 調査概要 

項目 一般市民（継続） 中学生（新規） 事業所（新規） 収集運搬許可業者（新規） 

 2,000 人 
1,089 人 

（令和 4年 5月 1日時点在籍者） 
200社 14 社 

調査目的 

・ごみに関する意識・ニー

ズの把握 

・前計画の検証 

・今後の優先施策の検討 

・ごみへの問題意識、ごみ

削減の取組状況の把握 

・今後の優先施策の検討 

・事業系ごみの排出状況 

・ごみ減量・リサイクルの 

取組 

・今後の優先施策の検討 

収集運搬の効率化に向けた 

排出マナーの向上策の検討 

調査対象 市内在住の 18歳以上 
市立中学校に在籍する中学

１年生 
市内に事業所がある事業者 

令和 4年 10 月 1日時点で市

に登録されている一般廃棄物

処理許可業者 

抽出方法 

住民基本台帳（令和４年 10

月 1日）に基づき無作為抽

出 

市立中学校に在籍する中学

１年生全員 

多量排出事業者約 50社（事

業系一般廃棄物減量等計画

書を提出している事業者を

含める）＋約 150社 

全許可事業者 

調

査

方

法 

配布

方法 
直接郵送法 学校でクラスごとに配布 直接郵送法 郵送配布（Webなし） 

回収

方法 

郵送回収又は Web（QR コー

ドによるオンライン回答） 

Web（QRコードによるオン

ライン回答） 

郵送回収又は Web（QR コー

ドによるオンライン回答） 
郵送回収（Webなし） 

 

３. スケジュール案 

 ～10月末    調査関連資料確定 

 11月上旬    アンケート発送 

 ～11月 30日   アンケート回答期間 

 ～12月末    集計・解析 

 来年１月～２月 庁内検討委員会及び第３回審議会にて調査結果報告 

資
料
①
 



 

一般市民アンケート 

No 質問 回答 

属性1 性別を教えて下さい。 1 男性 

2 女性 

3 その他 

属性2 年齢を教えて下さい。 1 10歳代、20歳代 

2 30歳代 

3 40歳代 

4 50歳代 

5 60歳代 

6 70歳以上 

1 あなたは、ごみの問題に
ついてどの程度関心があ
りますか。 

1 非常に関心がある 

2 ある程度関心がある 

3 あまり関心がない 

4 まったく関心がない 

2 ごみの減量化やリサイク
ルが、持続可能な社会づ
くりに役立つと思います
か。【第５次計画から追
加】 

1 とても役立つと思う 

2 まあまあ役立つと思う 

3 あまり役立つと思わない 

4 まったく役立つと思わない 

3 ごみに関する情報が欲し
い場合、あなたはどこか
ら入手しますか。（○は
いくつでも） 

1 市の広報などから 

2 自治会、回覧板などから 

3 家族、近所、友人などから 

4 「エコネットあさか」から 

5 市のホームページ、メール配信サービスから 

6 市のSNS（Twitter, Facebook, LINEなど）から 

7 市の担当者から 

8 市民活動団体などから 

9 
新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、一般のSNSなど
から 

10 特にない・わからない 

11 その他（具体的に： ） 

4 
 
ごみに関する情報入手の
ため、市にどのような支
援を望みますか。（○は
いくつでも） 

1 市の広報、ホームページの充実 

2 具体的実践方法に関する情報提供 

3 携帯電話等での情報入手を容易に 

4 各種教室、講座などの回数の増加 

5 特にない・わからない 

6 その他（具体的に： ） 

 
  

資料② 



No 質問 回答 

5 ごみを減らすために、あ
なたが日頃行っているこ
とは何ですか。（○はい
くつでも） 

1 使い捨て商品を買わない 

2 買い物袋を持参 

3 必要なものを必要な分だけ買う 

4 作りすぎ、食べ残しを少なくする 

5 食品は消費期限内に使い切る 

6 割りばしなどはもらわない 

7 余分な包装は断る 

8 生ごみの水切りを徹底 

9 マイ箸、マイボトルなどを利用 

10 店頭回収に協力 

11 再生品やリサイクルしやすい商品を購入 

12 生ごみを堆肥等にして利用 

13 新聞店に折り込みチラシ不要と依頼 

14 特にない・わからない 

15 その他（具体的に： ） 

6 【お子様がいる世帯にお
聞きします。】お子様へ
のごみに関する教育のた
めに、心掛けていること
は何ですか。（○はいく
つでも） 

1 資源物の分別 

2 食べ残しをしない 

3 買い物袋の持参や店頭回収への協力 

4 マイ箸、マイボトルの利用 

5 長く使える製品などの購入 

6 不用になったものの再使用 

7 特にない・わからない 

8 その他（具体的に： ） 

7 あなたは、資源回収ボッ
クス設置・エコバッグ推
進店舗等を知っています
か。 

1 知っている 

2 知らない 

8 ごみ減量化のために市
が行うべき取組は何だ
と思いますか。（○は
いくつでも） 

1 ごみ問題のＰＲ強化による意識啓発 

2 過剰包装の抑制等を販売業者に要請 

3 エコバッグ推進店舗等の利用促進 

4 生ごみの減量化、リサイクルの推進 

5 製品の修理等を製造業者等に要請 

6 環境教育、環境学習の機会の増加 

7 生ごみの堆肥化利用へのアドバイス 

8 家庭系ごみの有料化の導入 

9 その他（具体的に： ） 

 
  



No 質問 回答 

9 不用になったものを再利
用するために、どのよう
なことをやっています
か。 
（○はいくつでも） 

1 裏紙をメモ用紙などに利用 

2 親族、友人等に譲渡 

3 販売店や民間のリサイクルショップで引き取り 

4 エコネットあさかで家具を引き取り 

5 
バザーやフリーマーケットに参加、ネットオークション・フリマ
アプリ等への出品 

6 衣類をリフォームして再使用 

7 エコネットあさかに出品 

8 リターナブルびんの販売店での引き取り 

9 ユネスコ等の団体に寄付 

10 特にない・わからない 

11 その他（具体的に： ） 

10 不用になったものを再
利用できるようにする
ため、市に取り組んで
ほしいことはなんです
か。（○はいくつで
も） 

1 エコネットあさか内の情報提供 

2 民間のリサイクルショップ等の情報提供 

3 不用になった物の情報交換の支援 

4 エコネットあさかをバザーやフリーマーケットの拠点化 

5 バザーやフリーマーケットへの支援 

6 エコネットあさかでの体験学習等の増加 

7 特にない・わからない 

8 その他（具体的に： ） 

11 あなたは、集団資源回収
について知っています
か。 

1 知っている 

※集団資源回収とは、家庭

から出る資源物を自治会な

どの団体が自主的に集め

て、回収事業者に引き渡す

リサイクル活動のことで

す。1kgあたり6円の補助金

が市からもらえます。 

2 知らない 

12 【問11で１と回答した
方にお聞きします。】
どのぐらい集団資源回
収を活用しています
か。 

1 いつも活用している 

2 時々活用している 

3 活用していない 

13 集団資源回収を進める
ために、市に取り組ん
でほしいことはなんで
すか。（○はいくつで
も） 

1 実施時期や場所の情報提供 

2 新興住宅地等での周知徹底と、団体の創設支援 

3 参加者増加に向けたPRの推進 

4 補助金の増額 

5 特にない・わからない 

6 その他（具体的に： ） 

14 あなたは、令和10
（2028）年度から朝霞市
と和光市で一緒にごみ処
理を行っていくこと（ご
み処理広域化）を知って
いますか。【第５次計画
から追加】 

1 知っている 

（詳細については、本調
査表に同封していた調査
依頼書をご覧ください） 

2 知らない 

  



No 質問 回答 

15 ごみ処理広域化に関し
て、市に取り組んでほ
しいことはなんです
か。（○はいくつで
も）【第５次計画から
追加】 

1 事業の情報提供 

2 ごみの減量化・資源化の促進 

3 ごみ処理経費の削減 

4 公害防止など環境に十分配慮した施設運営 

5 その他（具体的に： ） 

16 あなたは、朝霞市に最終
処分場（埋立処分場）が
なく、他の市・町で埋め
立てていることを知って
いますか。 

1 知っている 

2 知らない 

17 家庭ごみの有料化につい
てどう考えますか。 

1 すぐにでも導入すべき 

※「有料化」とは、市
指定のごみ袋などを購
入して、ごみを出す量
に応じた料金を負担す
る制度のことです。 

2 条件付きならば導入してよい 

3 しばらく様子をみるべき 

4 導入すべきでない 

5 わからない 

18 現在、ごみを出してい
る場所を教えて下さ
い。【第５次計画から
追加】 

1 道路や空き地などの集積所に出している 

2 戸建住宅や集合住宅に付属した専用のごみ集積所に出している 

3 その他（具体的に： ） 

19 現在、使用している
ごみ集積所で、どの
ような問題がありま
すか。【第５次計画
から追加】 

1 排出時間を守らない人がいる 

2 分別のルールを守らない人がいる 

3 利用者以外の人（通行人など）がごみを捨てている 

4 カラスや猫による被害がある 

5 集積所の管理を巡るトラブルがある 

6 特に問題がない 

7 その他（具体的に： ） 

20 使わなくなった紙のう
ち、「雑がみ」をどのよ
うに出していますか。
【第５次計画から追加】 

1 「燃やすごみ」として出している 

2 「資源」として、ごみ集積所や集団資源回収などに出している 

※雑がみとは…パンフレ
ット、カタログ、ノー
ト、コピー用紙、メモ用
紙、包装紙、紙袋、封
筒、紙箱類（菓子・せっ
けん・ティッシュの空き
箱など）、厚紙（３連ヨ
ーグルトの台紙、シャツ
の台紙など） 

3 ほとんど雑がみをごみとして出さない 

4 わからない 

21 【問20で1と回答した
方にお聞きします。】
雑がみを「燃やすご
み」として出した主な
理由は何ですか。（○
はいくつでも）【第５
次計画から追加】 

1 資源物であることを知らなかったから 

2 少量であるから 

3 資源物回収日を知らないから 

4 ひもで束ねて出すのが面倒だから 

5 大量に出て、回収日まで保管しきれないから 

6 個人情報や機密情報が含まれるから 

7 特に理由はない 

8 その他（具体的に： ） 

 
 
  



No 質問 回答 

22 あなたは普段、食品ロス
を減らすために何か行っ
ていますか。【第５次計
画から追加】 

1 行っている 

2 行っていない 

23 普段、あなたの家庭で
出すことのある食品ロ
スには、どのようなも
のがありますか。（○
はいくつでも）【第５
次計画から追加】 

1 
【食べ残し】食卓にのぼった食品で、食べ切られずに廃棄するも
の 

2 
【直接廃棄】傷んだり、賞味・消費期限が切れたりしたことで、
手つかずのまま廃棄するもの 

3 
【過剰除去】野菜や果物の皮をむく場合などに、本来食べられる
部分まで取り除いたもの 

4 ほとんど食品ロスを出さない 

5 わからない 

24 食品を手つかずのまま捨
てたことはありますか。
また、捨てた理由は何で
すか。（○はいくつで
も）【第５次計画から追
加】 

1 買ったことを忘れたまま、賞味（消費）期限が切れてしまった 

2 
安売りや大袋サイズなどで大量に買ってしまい、食べきれなかっ
た 

3 
家にあることに気付かずに、同じものを買ってしまい食べきれな
かった 

4 口に合わなかった 

5 手つかずのまま捨てたことはない 

6 その他（具体的に： ） 

25 食品ロスを出さないた
めに実施していること
はありますか。（○は
いくつでも）【第５次
計画から追加】 

1 買い物に行く前に冷蔵庫の中身を確認している 

2 ばら売りや小袋サイズなどで必要な分だけ買っている 

3 食べきれる分だけ料理を作っている 

4 残った食材を別の料理に利用している 

5 出された料理を食べきっている 

6 特に取り組んでいない 

7 その他（具体的に： ） 

26 コロナ禍の前と比べ
て、あなたの家庭から
出されるごみの量はど
のように変化しました
か。【第５次計画から
追加】 

1 とても増えた 

2 やや増えた 

3 変わらない 

4 やや減った 

5 とても減った 

27 その他、朝霞市のごみ問
題を良くするためのアイ
デアや意見等があればご
記入ください。 

 自由回答 

 



中学生アンケート 

No 質問 回答 

1 ごみの問題やごみの削減
について、どのぐらい関
心がありますか。 

1 とても関心がある 

2 まあまあ関心がある 

3 あまり関心がない 

4 まったく関心がない 

2 ごみの問題について、
どのようなことに関心
がありますか。（〇は
いくつでも） 

1 朝霞市のごみの状況について 

2 3R（リデュース、リユース、リサイクル）について 

3 プラスチックごみについて 

4 食べ物がごみになること（食品ロス）について 

5 地球温暖化について 

6 ごみの不法投棄について 

7 SDGs（エスディージーズ）について 

8 その他（具体的に： ） 

3 ごみに関する情報が欲し
い場合、どこから入手し
ますか。（○はいくつで
も） 

1 学校の授業から 

2 
市の広報誌、ホームページ、SNS（Twitter, Facebook, LINEな
ど）から 

3 家族、近所、友人などから 

4 自治会、回覧板などから 

5 
新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、一般のSNSなど
から 

6 その他（具体的に： ） 

7 特にない・わからない 

4 ごみを減らす必要性につ
いて、どのように考えて
いますか。 

1 減らすことが必要 

2 今のままで良い 

3 特に気にする必要はない 

4 わからない 

5 ごみを減らすために、あ
なたの家庭で日頃行って
いることは何ですか（○
はいくつでも） 

1 使い捨て商品を買わない 

2 買い物袋を持参 

3 必要なものを必要な分だけ買う 

4 作りすぎ、食べ残しを少なくする 

5 食品は消費期限内に使い切る 

6 割りばしなどはもらわない 

7 余分な包装は断る 

8 生ごみの水切りを徹底 

9 マイ箸、マイボトルなどを利用 

10 店頭回収に協力 

11 再生品やリサイクルしやすい商品を購入 

12 生ごみを堆肥等にして利用 

13 その他（具体的に： ） 

14 特になし 

 
  

資料③ 



No 質問 回答 

6 あなたが出したごみが
どのように処理されて
いるか知っています
か。 
例：可燃ごみはクリーンセ

ンターで燃やされ、ペット

ボトルや空き缶・空きび

ん、紙ごみなどの資源ごみ

はリサイクルされていま

す。市には焼却した後の灰

などを埋め立てる場所（最

終処分場）がなく、他市・

町にお願いして埋立処分し

ています。 

1 知っている 

2 知らない 

7 食品ロスの問題について
知っていますか。 
食品ロスとは、まだ食
べることができるのに
捨てられる食品のこと
です。日本では、一人
あたりお茶わん約１杯
分（約140ｇ）の食べも
のが毎日捨てられてい
ます。 

1 知っている 

2 知らない 

8 その他、朝霞市のごみを
減らすアイデアや意見が
あれば記入してくださ
い。 

 自由回答 

 



 

事業所アンケート 

No 質問 回答 

属性1 業種を教えて下さ
い。（あてはまる１
つに○（複数の業種
にまたがる場合は売
上げの最も大きい業
種１つに○）） 

1 農業・林業 

2 鉱業、採石業、砂利採取業 

3 建設業 

4 製造業 

5 電気・ガス・熱供給・水道業 

6 情報通信業 

7 運輸、郵便業 

8 卸売業･小売業 

9 金融･保険業 

10 不動産業、物品賃貸業 

11 学術研究、専門・技術サービス業 

12 宿泊業、飲食サービス業 

13 生活関連サービス業、娯楽業 

14 教育・学習支援業 

15 医療、福祉 

16 複合サービス業 

17 サービス業 

18 公務 

19 その他（ ） 

属性2 市内での営業年数を教
えて下さい。 

1 5年未満 

2 5年以上10年未満 

3 10年以上20年未満 

4 20年以上30年未満 

5 30年以上 

属性3 従業員数は何名です
か。（役員、パー
ト、アルバイト、契
約社員等を含む。） 

1 10人未満 

2 10人以上20人未満 

3 20人以上50人未満 

4 50人以上100人未満 

5 100人以上200人未満 

6 200人以上 

属性4 所在地域を教えて下さ
い。 

1 大字上内間木、大字下内間木 

2 
朝志ケ丘、北原、田島、大字田島、西原、浜崎、大字浜崎、宮
戸、大字宮戸 

3 根岸台、大字根岸、大字台、岡、大字岡、仲町 

4 泉水、西弁財、東弁財、三原 

5 
青葉台、幸町、栄町、膝折町、大字膝折、本町、溝沼、 
大字溝沼 

1 事業所から出るごみ
の管理について教え
てください。（量や
分別、保管場所の管
理等） 

1 自社で管理（管理者、管理部門を設置） 

2 管理会社に管理業務として委託 

3 収集業者があわせて実施 

4 建物の管理者が実施 

5 特になし 

6 その他（具体的に： ） 

 

 

  

資料④ 



 

No 質問 回答 

2 あなたの事業所は、廃棄
物管理責任者を定めてい
ますか。（廃棄物管理責任
者とは、廃棄物の減量及び
適正な処理に関する業務を
行う方のことです。） 

1 事業所内に定めている 

2 本社(本部)に定めている 

3 定めていない 

3 事業ごみの分別・処理方
法は知っていますか。
（市ホームページ「商店・
事業所から出る資源とごみ
の分け方・出し方」や、市
のパンフレット「事業ごみ
の処理のしかた」に掲載し
ています。） 

1 知っている 

2 知らない 

4 事業所から排出されるご
み量を把握しています
か。 

1 把握している 

2 把握していない 

5 あなたの事業所で、
排出量の多いごみは
何ですか。（重量を
把握していない場合
は推測で構いませ
ん）（○は３つま
で） 

1 生ごみ 

2 プラスチック製品 

3 発泡スチロール 

4 新聞紙・雑誌 

5 コピー用紙 

6 機密文書 

7 段ボール 

8 ペットボトル 

9 缶 

10 びん 

11 古布類 

12 紙おむつ 

13 不燃ごみ 

14 粗大ごみ 

15 その他（具体的に： ） 

6 事業所から排出され
るごみをどのように
処理していますか。
（産業廃棄物を除
く。） 

1 収集運搬業者へ委託する 

2 市のごみ処理施設へ直接搬入する 

3 建物の管理会社に任せている 

4 その他（具体的に： ） 

7 あなたの事業所
は、日頃からごみ
の減量や資源化に
取り組んでいます
か。 

1 積極的に取り組んでいる 

2 ある程度取り組んでいる 

3 あまり取り組んでいない 

4 取り組んでいないが、今後は検討したい 

5 取り組んでおらず、今後も取り組むつもりはない 

  



 

No 質問 回答 

8 【問7で１，２と回答
した方にお聞きしま
す。】ごみの減量や資
源化で具体的に取り組
んでいることは何です
か。（○はいくつで
も） 

1 レジ袋の有料化を行っている 

2 生ごみ処理機を導入している 

3 
割り箸やカップ・容器等のワンウェイ製品を使わないようにし
ている 

4 簡易包装を実施している 

5 食べ残し・調理くずが少なくなるような工夫をしている 

6 
繰り返し使用できる製品や、グリーン購入対象品目を使用また
は生産、販売している 

7 
資源物（紙、缶、びん、ペットボトルなど）の分別を徹底して
いる 

8 店頭回収、資源回収ボックス等を設置している 

9 店頭回収、資源回収等を利用している 

10 適正な在庫管理を心がけている 

11 減量化・再資源化計画を作成している 

12 事業所の３R への取り組みを積極的にPR している 

13 社員に対して、環境教育を行っている 

14 修理やリフォームの案内等を行っている 

15 ごみを排出する際に、計量している 

16 その他（具体的に： ） 

9 あなたの事業所では、環
境に関する公的認証
（ISO14001など）を取
得していますか。 

1 取得している 

2 取得していない 

10 あなたの事業所で、
ごみ減量や資源化を
進めていくうえで主
な問題点は何です
か。（○はいくつで
も） 

1 分別や排出方法のルールが分からない 

2 ごみの減量や資源化を行う意義が分からない 

3 分別に手間がかかる 

4 少量しかごみが出ないため、必要がない 

5 どの業者に依頼すれば適切に資源化できるのか分からない 

6 
建物の広さや構造等の物理的制約があり、分別して保管する場
所がない 

7 
本社（本店）に決定権があるため、ごみ処理や資源化に関して
指示に従うしかない 

8 ごみ処理や資源化について質問や相談する窓口が分からない 

9 従業員にごみの減量や資源化の意識を浸透させることが難しい 

10 機密文書が多いため、資源化が難しい 

11 資源化の費用が高い 

12 特にない 

13 その他（具体的に： ） 

11 あなたの事業所で、
ごみの減量や資源化
に関してどのような
情報が必要と考えま
すか。（○はいくつ
でも） 

1 ごみの出し方や分別方法の情報 

2 事業所でできる減量化・資源化の方法 

3 ごみ処理業者や資源化を行う業者の情報 

4 ごみの問題に関する講演会等の開催情報 

5 
ごみに関連する法令や条例等の情報や自治体の計画に関する情
報 

6 他の事業所での取り組み状況や先進的事例の情報 

7 特にない 

8 その他（具体的に： ） 

 
  



 

No 質問 回答 

12 ごみの減量や資源化
など、ごみに関する
知識や情報は、主に
どのようなところか
ら得ていますか。
（○はいくつでも） 

1 収集運搬許可業者やリサイクル業者 

2 
市の広報誌、パンフレット、チラシ、ホームページ、 
SNS（Twitter、Facebook、LINEなど）から 

3 
新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、一般のSNSな
どから 

4 同業者や業界、加盟団体など 

5 行政の説明会など 

6 情報を得る手段がない、わからない 

7 その他（具体的に： ） 

13 ごみの減量や資源
化を推進するにあ
たり、市に期待す
ることは何です
か。（○はいくつ
でも） 

1 業種別の減量方法を示したマニュアルの作成・配布 

2 ごみ減量に積極的に取り組む事業所への表彰・認定制度の創設 

3 業者間での情報交換や取り組みの意見交換ができる場の提供 

4 事業者と行政の意見交換の場の提供 

5 事業者に対する指導や助言 

6 特にない 

7 その他（具体的に： ） 

14 古紙類のうち、雑が
み」はどのように排
出していますか。 
※雑がみとは…パンフレ

ット、カタログ、ノー

ト、コピー用紙、メモ用

紙、包装紙、紙袋、封

筒、紙箱類（菓子・せっ

けん・ティッシュの空き

箱など）、厚紙（３連ヨ

ーグルトの台紙、シャツ

の台紙など） 

1 燃やすごみとして排出している 

2 資源物として、資源物回収日に排出している 

3 ほとんど雑がみをごみとして出さない 

4 わからない 

15 【問14で1と回答した
方にお聞きしま
す。】雑がみを燃や
すごみとして排出し
た主な理由は何です
か。（○はいくつで
も） 

1 資源物であることを知らなかったから 

2 少量であるから 

3 資源物回収日を知らないから 

4 ひもで束ねて出すのが面倒だから 

5 大量に出て回収日まで保管しきれないから 

6 個人情報や機密情報等が含まれるから 

7 特に理由はない 

8 その他（具体的に： ） 

16 雑がみをごみとして
出さないために実施
していることはあり
ますか。（○はいく
つでも） 

1 分別して資源物回収日に排出する 

2 紙の容器包装は断る 

3 紙の使用量を減らす（ペーパーレス化） 

4 不要になった紙の再利用 

5 その他（具体的に： ） 

17 【飲食サービス業や
食品を扱う小売業の
事業所にお聞きしま
す】あなたの事業所
から排出することの
ある食品ロスの発生
要因は何ですか。
（○はいくつでも） 

1 製品工程のロス（パンの耳等） 

2 お客さんからの返品 

3 販売期限・消費期限切れ 

4 売れ残り 

5 破損品 

6 お客さんの食べ残し 

7 仕込みロス 

8 その他（具体的に： ） 

 



 

No 質問 回答 

18 【飲食サービス業や
食品を扱う小売業の
事業所にお聞きしま
す】食品ロスを出さ
ないために実施して
いることはあります
か。（○はいくつで
も） 

1 商慣習見直し（過剰生産・過剰在庫の削減） 

2 余剰食品のフードバンク寄付 

3 需要予測の精度向上 

4 賞味期限の延長・年月の表示化 

5 売り切りの実施 

6 配送時の汚・破損の削減 

7 小容量販売・ばら売りの実施 

8 調理ロスの削減  

9 食べきり運動（1030運動等）の呼びかけ 

10 提供サイズの調整（小盛りメニューの設定など） 

11 持ち帰りへの協力 

12 その他（具体的に： ） 

19 
 
コロナ禍の前と比べ
て、あなたの事業所か
ら排出されるごみの量
はどのように変化しま
したか。 

1 とても増えた 

2 やや増えた 

3 変わらない 

4 やや減った 

5 とても減った 

20 その他、朝霞市のごみ問
題を良くするためのアイ
デアや意見等があればご
記入ください。 

 

自由回答 

 



収集運搬業者アンケート（許可業者） 

No 質問 回答 

1 朝霞市内の契約事業所か
ら排出されるごみの分別
状況について、どのよう
に思いますか。 

1 全体的に分別が不十分 

2 一部分別が不十分な事業所がある 

3 特に問題はない 

4 その他（具体的に： ） 

2 【問2で１，２と回答し
た方にお聞きします。】
分別を良くするために、
どのような対策・対応が
必要と思いますか。 

 自由回答 

3 契約事業所の分別に対す
る意識や取組はこの５年
間で進んだと思います
か。 

1 かなり進んだ 

2 まあまあ進んだ 

3 あまり進んでいない 

4 全く進んでいない 

5 分からない 

6 その他（具体的に： ） 

4 収集・運搬についての問
題点について、ご自由に
お書きください。 

 自由回答 

 

資料⑤ 
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令和４年 10 月時点 
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第１章 計画策定の趣旨             

１ 計画見直しの目的  

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに物質的豊かさといった

大きな恩恵をもたらしましたが、その一方で、限りある天然資源の枯渇問題、生態系の

破壊、地球温暖化、最終処分場のひっ迫化など多岐にわたる地球環境問題を引き起こし

ています。 

このような社会情勢に対処するため、国においては、循環型社会の形成を目指して、

「循環型社会形成推進基本法」をはじめとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以

下、「廃棄物処理法」という。）」等の法律が改正され、個別物品の特性に応じた規制を定

める各種リサイクル法の整備を進めました。また、毎年大量に発生している食品ロスの

削減に向け、「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下、「食品ロス削減推進法」とい

う。」が令和元（2019）年 10 月に施行され、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推

進を図るため、指針となる「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が令和２

（2020）年３月に閣議決定されました。さらに、プラスチックの資源循環を総合的に推

進するため、「プラスチック資源循環戦略」が令和元（2019）年５月に策定され、また、

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（以下、「プラスチック資源循環

法」という。」が令和４（2022）年４月に施行されました。 

埼玉県では、廃棄物を取り巻く課題に対応するとともに、「持続可能で環境にやさしい

循環型社会」の実現を目指し、食品ロス削減推進計画を内包した「第９次埼玉県廃棄物

処理基本計画」を令和３（2021）年３月に策定しました。また、県内市町村の容器包装

廃棄物の分別収集促進のため、「第 10期埼玉県分別収集促進計画」を令和４（2022）年

８月に制定しました。さらに、公共用水域の水質に対する汚濁の負荷を低減するために

必要な生活排水の処理施設の整備に関する広域的な計画である「埼玉県生活排水処理施

設整備構想」を令和３（2021）年３月に中間見直しを行っています。 

朝霞市（以下、「本市」という。）は、市内に最終処分場を有さず、民間施設に依存し

ていることを踏まえ、廃棄物の処理を大きな課題の一つとして捉え、平成 26（2014）年

３月に平成 35（2023）年度までを計画期間とする第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画

（以下、「第５次計画」という。）を策定し、平成 30（2018）年３月に改定を行い、この

計画に基づき、循環型社会の形成に向けた各種施策を実施・拡充してきました。 

一方、本市が保有するごみ焼却処理施設は、建設後 28年が経過し、老朽化に伴う処理

能力の低下や維持管理コストの増加が課題となっています。令和２（2020）年 10月には、

和光市とごみ処理広域化を行う事業主体として「朝霞和光資源循環組合」が設立され、

令和４（2022）年度には「朝霞和光資源循環組合ごみ広域処理施設整備基本計画」が策

定されました。 

第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画（以下、「本計画」という。）は、第５次計画の

経緯を踏まえ、廃棄物をめぐる社会・経済情勢、一般廃棄物の発生の見込み、地域にお

ける一般廃棄物処理の動向や住民の要望、さらに、ごみ処理広域化の状況などを踏まえ、

本市における一般廃棄物を適正かつ効率的に処理するための基本方針を明確にすること

を目的に、策定を行うものです。 
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２ 計画の位置付け 

本計画の位置付けは、次のとおりです。［図 1-1-1］ 

 

 

 

図 1-1-1：本計画の位置付け 

〔 国 ・ 県 ・ 市 の 関 連 法 令 等 〕 
・循環型社会形成推進基本法 
・資源の有効な利用の促進に関する法律 
・地球温暖化対策推進法 
・食品ロス削減推進法 
・埼玉県環境基本条例 
・朝霞市廃棄物の減量及び 

適正処理等に関する条例 
・プラスチック資源循環法 など 
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〔 国 ・ 県 の 関 連 計 画 等 〕  

・廃棄物処理法基本方針     ・埼玉県廃棄物処理計画 

・循環型社会形成推進基本計画  ・埼玉県分別収集促進計画 

・ごみ処理基本計画策定指針   ・埼玉県生活排水処理施設整備構想 

・生活排水処理基本計画の策定に  など 

当たっての指針 など 

朝
霞
和
光
資
源
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環
組
合
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第 6 次 朝 霞 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 
 

【市民一人ひとりが自然に気を配り、環境に負担をかけないまち 朝霞】 
〔 第 2 編 ご   み   処   理   〕 
〔 第 3 編 生 活 排 水 処 理 〕 

【朝霞市の関連計画】 

環境基本計画 

地球温暖化実行計画 

し尿処理施設生活排水処理基本計画 

地域防災計画 など 

【 実 施 計 画 】 
一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 
〔 ご み 処 理 実 施 計 画 〕 
〔 生 活 排 水 処 理 実 施 計 画 〕 
〔 分 別 収 集 計 画 〕 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
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３ 計画の対象区域 

計画の対象区域は、本市全域とします。 

４ 計画の対象廃棄物 

本計画において対象とする廃棄物は、生活排水を含む「一般廃棄物」です。 

廃棄物の区分を次に示します。廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の２つに区

分されます。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。産業廃棄物は、

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律その他政令で定められている 20種類のもの

と、輸入された廃棄物のことをいいます。［図 1-1-2］ 

 
※１：爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃

棄物（ＰＣＢ使用部品、ばいじん、ダイオキシン類含有物、感染性一般廃棄物） 
※２：燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さ

い、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん
尿、動物の死体、汚泥のコンクリート固形化物など産業廃棄物を処分するために処理したもの 

※３：爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃
棄物（有害物質を含む廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物など） 

図 1-1-2：対象とする廃棄物 

５ 計画目標年度 

本計画は、令和６（2024）年度を初年度とし、10年後の令和 15（2033）年度までを計

画期間とします。計画期間中は、令和 10（2028）年度を中間目標年度とし、計画の見直

しを行うものとします。 

本計画は、おおむね５年ごとに改定するとともに、計画策定の前提となっている諸条

件に大きな変動があった場合には、本計画で掲げた数値目標や重点施策などについての

達成度や各々の取組の進捗状況を踏まえ見直しを行います。 

また、本計画を推進していくため、適宜各々の状況を把握するとともに、その効果な

どについても定期的に検証し、必要に応じ新たな対応を講じていくものとします。［図

1-1-3］ 

 

 

図 1-1-3：計画目標年度 
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第２章 朝霞市の概要 

１ 地理的・地形的特性 

本市は県庁所在地であるさいたま市から約９ｋｍ、東京都心から約 20ｋｍの距離にあ

り、市の南部が東京都練馬区と接する埼玉県南西部に位置しています。 

本市の地形は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を

残しています。また、荒川とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部には東西に黒目

川が流れるなど、変化に富んだ地形となっています。 

交通の面では、本市の南部を国道 254号（川越街道）、東部の市境を外かく環状線が通

り、高速道路に容易にアクセスすることができます。また、北西から南東の方向には都

心と直結する東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線（東急東横線、みなとみらい

線と相互乗入）、南西から北東の方向にはさいたま市など県央地域と結ぶ JR武蔵野線が

走り、都心交通の重要な結節点となっています。［図 1-2-1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1：地域概況図 
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２ 人口・世帯の推移 

人口は、増加傾向を示しており、平成 25（2013）年度に 132,449人でしたが、令和３

（2021）年度には 143,585人となり 11,136 人（約８％）増加しています。 

世帯数は、平成 25（2013）年度に 59,557 世帯でしたが令和３（2021）年度には 68,326

世帯となり 8,800 世帯（約 15％）増加しています。 

年齢別人口では 65 歳以上が増加傾向にあるものの、令和３（2021）年度においては男

女とも 45歳から 49歳が最も多くなっています。［図 1-2-2］、［図 1-2-3］、［図 1-2-4］ 
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出典：令和３年度版統計あさか （各年度１月１日） 

図 1-2-2：人口・世帯の推移 
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出典：令和３年度版統計あさか （各年度１月１日）  

図 1-2-3：年齢別人口構成比（3区分）の推移 
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出典：令和３年度版統計あさか （令和４年１月１日現在）  

図 1-2-4：人口ピラミッド 

３ 産業別就業人口の推移 

産業別就業人口は、減少傾向を示しており、平成 22（2010）年度の 61,482 人に対し

令和２（2020）年度には 64,365人となり 2,883人（約５％）増加しています。産業分類

別にみると第１次産業が約 27％減少、第２次産業が約 25％と大幅に減少の一方、第３次

産業は約 15％増加しています。［図 1-2-5］ 
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出典：平成 27、令和２年度版統計あさか （各年度 10 月１日現在） 

図 1-2-5：産業別就業人口の推移 
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事業所数は平成 24（2012）年度に 3,558 事業所でしたが、平成 26（2014）年度に 3,747

事業所に増加した後、減少に転じ、令和３（2022）年度には 3,546 事業所となっていま

す。［図 1-2-6］ 

3,558

3,747

3,580

3,546

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

H24 H26 H28 R3

［事業所］
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出典：平成 27 年度、令和２年度版統計あさか（平成 24 年度は２月１日、平成 26 年度は７月１日、平成 28 年度は６月

１日現在。いずれも民間事業所数を示し、公務を除く） 
   令和 3 年度経済センサス-活動調査（総務省統計局）（令和３年６月、いずれも民間事業所数を示し、公務を除く） 
 

図 1-2-6：事業所数の推移 

 

４ 土地利用の推移 

本市の総面積は 1,834haで、田、畑、山林、原野は減少傾向を示し、宅地は増加傾向

を示しています。［表 1-2-1］ 

年 総  数 田 畑 宅　地 池　沼 山　林 原　野 雑種地 その他

29

30

注：「その他」とは、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、公衆用道路及び公園等をいう

（各年度１月１日現在　単位：ｈａ）

1.5 28.9 5.0 252.8 602.1

3

5.0 248.928.9

2 1,834.0 26.6 179.6 735.9 1.5 28.6 4.9 254.7

1,834.0 28.9 187.1 729.6 1.5

令和元年度 1,834.0 27.8 182.2 733.7

29.1 5.0 258.2 603.8

604.1

602.2

平成28年度 1,834.0 31.9 193.8 715.3 29.3 5.1 253.0 604.1

1,834.0 31.0 189.6 715.8 1.5

1.5

 

表 1-2-1：土地利用（地目別面積）の推移 

 

出典：令和２年度版統計あさか 
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５ 将来人口 

将来人口については、朝霞市総合計画後期基本計画（令和３年３月）で定めた将来人

口推計値に基づくものとし、令和 10（2028）年度は 148,758人、令和 15（2032）年度は

151,389人になるものとして計画します。［図 1-2-7］ 

143,195 144,325 145,159 145,960 146,707 147,430 148,115 148,758 149,364 149,932 150,453 150,946 151,389
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図 1-2-7：将来人口 
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６ ごみ処理事業の経緯 

本市のごみ処理事業の経緯については、以下のとおりです。［表 1-2-2］、［表 1-2-3］ 

表 1-2-2：ごみ処理事業の経緯 

年 月 事業等の内容 

昭和 36 年９月 
・朝霞町焼却炉竣工（固定バッチ式焼却炉〔7.5t/8h 後、5t 増設〕）、運搬トラック 2 台、 
 職員 7 名で対応 

昭和 47 年 10 月 ・朝霞市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行 

昭和 50 年４月 ・粗大ごみ有料収集運搬開始（予約申込み制） 

昭和 59 年８月 ・粗大ごみ処理施設（30t/5h）竣工、建物延面積 460.813 ㎡  総工費 217,000 千円 

昭和 61 年４月 ・焼却灰処理委託（茨城県北茨城市）開始 ※平成 18 年度で終了 

平成元年４月 
・可燃ごみ収集業務 一部地区での委託開始 
・焼却灰処理委託（埼玉県寄居町）開始 

平成元年７月  ・不燃物の分別容器配布開始 

平成元年 10 月 ・地域リサイクル活動推進補助金制度開始 

平成３年８月 
・市内公共施設に牛乳パックの回収箱を設置 
・空き缶圧縮機を集団回収団体に貸付開始 

平成４年４月 
・資源ごみ（新聞、雑紙、ダンボール、布類）の収集開始 
・カレット、アルミの再資源化開始 

平成４年８月 ・焼却灰処理委託（群馬県草津町）開始 

平成４年 10 月 ・ストーカ式焼却炉（80t/16h）建設に着工 

平成５年 10 月 ・焼却灰処理委託（長野県豊田村、平成 18 年度から中野市）開始 ※平成２１年度で終了 

平成５年 11 月 ・第 1 次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成６年４月 ・可燃ごみ収集業務を市内全域委託業務に移行 

平成６年６月 
・朝霞市廃棄物減量等推進審議会の設置 
・第１期朝霞市分別収集計画策定 

平成６年 12 月 
・朝霞市クリーンセンター80t 炉ごみ焼却処理施設竣工（40t/16h×2 炉  ストーカ炉） 
 建物延面積 3,570.82 ㎡ 総工費 4,480,500 千円 
・60t 炉ごみ焼却処理施設休止 

平成７年１月 ・80t 炉ごみ焼却処理施設稼働開始 

平成７年５月 
・紙パックと再生トイレットペーパーとの交換事業開始 
・ごみ集積所用クリーンネットの貸付開始 

平成９年４月  

・あき缶資源化施設竣工（5t/5h）、建物延面積 131.36 ㎡ 総工費 33,475 千円 
・｢資源の日｣を週 1 回設け、びん、かん、ペットボトル、新聞、布類、ダンボールの７品目の 

分別収集開始 
・公共施設での乾電池回収箱設置  ・市内スーパーに、食品トレーの店頭回収の協力依頼 

平成９年６月 ・80t 炉全連化改造工事着工（60t/24h×2 炉） 

平成９年 10 月 ・80t 炉全連化改造工事竣工（60t/24h×2 炉)、総工事費 37,800 千円 

平成 10 年４月 
・透明、半透明ごみ袋の完全実施 
・電動式生ごみ処理機購入者への補助金交付開始 

平成 11 年３月 ・第 2 次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成 11 年４月 ・朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行 

平成 11 年６月 ・第 2 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 11 年 10 月  ・朝霞市リサイクル推進員制度の設置 

平成 12 年７月 ・朝霞市リサイクルプラザ（エコネットあさか）開所 

平成 13 年４月 
・プラスチック資源ごみ分別収集の開始  ・燃やせないごみ、資源ごみの祝日収集の開始 
・家電リサイクル法施行に伴い、家電４品目（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫）を粗大ごみ 
 から除外 

平成 14 年４月 ・セメント原料化するため、焼却灰（主灰）の一部の搬出開始 

平成 14 年６月 ・第 3 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 14 年 11 月 ・折りたたみ分別容器配布開始 

平成 16 年３月  
・飛灰のセメント資源化に伴うごみ処理焼却処理施設の乾灰（飛灰）取出し設備設置工事竣工、 
 総工事費 21,420 千円  ・第 3 次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 
・セメント原料化するため、焼却灰（主灰）の一部に加え、飛灰の一部を搬出開始 

平成 16 年 10 月 ・資源有効利用促進法に基づき家庭系パソコンを粗大ごみ及び不燃ごみから除外 

平成 17 年６月 
・資源物の横取り防止の規定を条例で定める 
・第 4 期朝霞市分別収集計画策定 
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表 1-2-3：ごみ処理事業の経緯 

年 月 事業等の内容 

平成 17 年７月 ・容器包装プラスチックリサイクル処理問題について調査委員会を設置 
平成 17 年 10 月 ・「資源ごみ」「もやせないごみ」「粗大ごみ」の収集業者を変更 

平成 18 年４月 
・クリーンセンターの搬入時間拡大（生活系ごみ 第 2、4 土曜日→毎週土曜日） 
・「粗大ごみ」の取り扱いが一部変更 

平成 18 年９月 ・紙パックと再生トイレットペーパーとの交換事業廃止 

平成 18 年 10 月 
・紙パック集積所収集を開始 
・クリーンセンターの搬入拡大（毎週土曜日生活系ごみ→毎週土曜日生活系ごみと事業ごみ） 

平成 19 年３月 ・紙パック、乾電池の拠点回収を終了 

平成 19 年６月 ・第 5 期朝霞市分別収集計画策定 

平成 19 年７月 ・生活系ごみ訪問収集事業を実施 

平成 19 年 11 月 

・「資源とゴミの分け方、出し方」のパンフレットを全戸配布（全面改正） 
・粗大ごみシール制度開始＋料金体系改正（12 月 1 日収集分より） 
・雑紙について透明のビニール袋または紙袋に入れても収集可能に変更 
・ペットボトルについて、ラベルまで取ることに変更 
・ビデオテープ、カセットテープは施設に悪影響があるため不燃ごみで排出するよう変更 

平成 20 年４月 ・セメント原料化するため固化灰（ばいじん）の一部の搬出開始 
平成 20 年 11 月 ・布団有価売り払い開始 
平成 21 年２月 ・携帯電話有価売却開始 
平成 21 年３月 ・第４次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成 21 年４月 

・ペットボトルの容リ協へ引き取り依頼開始  ・硬質プラスチック有価売り払い開始 
・プラスチック類処理施設稼働開始  ・新たな焼却灰処理委託（山形県米沢市）開始 
・粗大ごみ処理施設から出たビデオテープ等のプラスチック類を搬出開始 
・プラスチック類処理施設から出た汚れたプラスチック類等を搬出開始 

平成 21 年８月 ・発泡スチロール売り払い開始 

平成 21 年９月 
・不燃物の搬出契約開始 
・プラスチック類処理施設から出た汚れたペットボトルを有価売り払い開始 

平成 22 年３月 
・朝霞市一般廃棄物処理業務に係る専門委員会の廃止 
・リサイクル推進員制度の廃止 
・電動式生ごみ処理機の貸出終了（メーカー耐用年数が過ぎたため） 

平成 22 年４月 

・市内全域の粗大ごみ収集委託業務を 1 社に委託開始 
・ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、あき缶資源化施設、プラスチック類処理施設の運転 
 管理委託業務を長期継続契約に変更（契約期間３年間） 
・焼却炉の延命化工事を開始（５か年計画） 
・事業ごみの搬入品目見直し（金属、廃プラスチック等） 

平成 22 年６月 ・第６期朝霞市分別収集計画策定 

平成 22 年６月 ・ごみ集積所監視パトロール業務委託開始（リサイクル推進員制度を見直して開始した業務） 

平成 22 年 10 月 ・ごみのパンフレット全戸配布（表紙の３Ｒ啓発強調） 

平成 23 年２月 ・新計量システム導入（従前の台貫に加えて、焼却灰積み込み場前にも台貫を設置） 

平成 23 年３月 
・生ごみ処理機器機購入費補助金におけるコンポスト、ＥＭぼかしに対する補助が終了 
 （電動生ごみ処理機に対する補助はそのまま継続） 

平成 23 年４月 
・スプレー缶処理委託開始 
・発泡スチロール有償引取 

平成 23 年 10 月 ・ごみのパンフレット改定版作成 

平成 25 年６月 ・第７期朝霞市分別収集計画策定 

平成 25 年 11 月 ・小型家電リサイクル制度運用開始 

平成 26 年３月 ・第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定 

平成 26 年 10 月 ・小型家電リサイクル拠点回収開始 

平成 27 年４月 ・新たな焼却灰処理委託（宮城県栗原市、栃木県日光市）開始 

平成 28 年４月 ・布団、発泡スチロール有価売却終了 

平成 28 年６月 ・第８期朝霞市分別収集計画策定 

平成 29 年５月 ・ごみ焼却処理施設事業延期（３年程度） 

平成 29 年８月 ・都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト参加 

平成 30 年１月 ・資源とごみの分け方出し方のパンフレット全戸配布 

平成 30 年６月 ・ごみ処理施設建設広域化協議開始 

平成 30 年８月 ・朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書の締結 

平成 31 年４月 ・朝霞市・和光市ごみ処理広域化協議会設置 

令和元年６月 ・第 9 期朝霞市分別収集計画策定 

令和２年５月 ・ごみ処理広域化基本構想策定 

令和２年７月 ・朝霞和光資源循環組合設立に関する協定書の締結 

令和２年 10 月 ・朝霞和光資源循環組合設立 

令和４年６月 ・第 10 期朝霞市分別収集計画策定 

令和４年９月 ・朝霞和光資源循環組合ごみ広域処理施設整備基本計画策定 



 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編  ごみ処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

第１章 関連法令、計画 

１ 関連法令 

（１）関連法令の概要 

平成 13（2001）年１月「循環型社会形成推進基本法」が制定され、環境負荷の少な

い持続的発展が可能な社会形成の推進や「３Ｒ」の考え方が示されました。この法律

の施行を契機に、特定の廃棄物を対象としたリサイクル法が順次施行されています。

［表 2-1-1］、［図 2-1-1］ 

表 2-1-1：関連法令の概要 

施行年月 関連法令 概    要 

平成６年８月 環境基本法 

本法律では、基本となる理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民

と、あらゆる主体の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施

策の基本となる事項を定めています。 

平成12年４月 
容器包装リサイク

ル法 

一般家庭から排出されるごみの容積比で６割、重量比で２～３割を占める

容器包装廃棄物の再資源化を進めるため、消費者には分別排出、市町村に

は分別収集、製造事業者には再資源化の責任を明確化しています。 

平成13年１月 
循環型社会形成推

進基本法 

廃棄物・再資源化対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立す

るとともに、個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備と相まって、循環

型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図るための基本的な枠組みを定

めています。 

平成13年４月 

家電リサイクル法 

平成13年４月以降、エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）、

冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を特定家庭用機器として位置付けて

おり、製造メーカーには再商品化を、小売業者には消費者からの引取及び

製造メーカーへの引き渡しを、排出者にはリサイクル料金および運搬費の

負担を義務付け、家電製品の再資源化を推進しています。 

資源有効利用促進

法 

10業種・69品目（一般廃棄物及び産業廃棄物の約５割をカバー）を対象

業種・対象製品として位置付け、事業者に対して３Ｒ（リデュース、リユ

ース、再資源化）の取組を求めており、紙製容器包装及びプラスチック製

容器包装については平成13年４月より、事業者に対し、識別表示が義務付

けられています。 

グリーン購入法 

国などの公的部門による環境物品などの調達の推進、環境物品などの情報

提供の推進及び環境物品などへの需要の転換を促進するために必要な事項

を定め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成を図

ることを目的としています。 

平成13年５月 食品リサイクル法 

食品廃棄物について、発生抑制と最終処分量の削減を図るため、飼料や肥

料などの原材料として再生利用するなど、食品関連事業者（製造、流通、

外食など）による食品循環資源の再生利用などを促進しています。 

平成14年５月 建設リサイクル法 
建築物を解体する際に廃棄物（コンクリート、アスファルト、木材）を分

別し再資源化することを解体業者に義務付けています。 

平成17年１月 
自動車リサイクル

法 

循環型社会を形成するため、自動車の再資源化について最終所有者、関連

事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律で、これにより最

終所有者には、リサイクル料金（フロン類、エアバッグ類、シュレッダー

ダストの再資源化）を負担することが義務付けられています。 

平成25年４月 

使用済小型電子機

器等の再資源化の

促進に関する法律 

使用済小型電子機器などの再資源化を促進するための措置を講ずることに

より、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的

としています。 

令和元年10月 
食品ロス削減推進

法 

食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとと

もに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事

項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的

としています。 

令和４年４月 

プラスチックに係

る資源循環の促進

等に関する法律 

プラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化し、製品の設計からプ

ラスチック廃棄物の処理まで関わるあらゆる主体におけるプラスチック資

源循環等の取り組みにより、サーキュラー・エコノミーへの移行を促進す

るために措置を講じることを目的としています。 



 

14 

（２）関連法令の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1：関連法令の体系 

 

 

< 廃 棄 物 の 適 正 処 理 > < リ サ イ ク ル の 推 進 > 

① 再生資源のリサイクル 
② リサイクル容易な構造・材質

等の工夫 
③ 分別回収のための表示 
④ 副産物の有効利用の促進 
⑤ H15.10 

パソコンの回収・リサイクル
を義務化 

         リデュース 
リサイクル→   リユース 
         リサイクル 

〔 需 要 面 か ら の 支 援 〕 

1R 3R 

○基本原則 ○国・地方公共団体・事業者・国民の責務 ○国の施策 

 
          ：国の他の計画の基本 循環型社会形成推進基本計画  

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法） 
社会の物質循環の確保 

天然資源の消費の抑制 

環境負荷の低減 

H13.1 施行 

H30.6 改正 

        自然循環 
循 環 
        社会の物質循環 

H5.11 

施行 

 

H30.4 

全面改正 

環 境 基 本 法 

環 境 基 本 計 画 

廃 棄 物 処 理 法 

H29.6 一部改正 

廃棄物処理施設整備計画 環境大臣が定める基本方針 

H28.1 改正 H30.6 公表 

 

H13.4 施行 

資源有効利用促進法 

① 廃棄物の発生抑制 

② 廃棄物の適正処理（リサイクルを含む） 

③ 廃棄物処理施設の設置規制 

④ 廃棄物処理業者に対する規制 

⑤ 廃棄物処理基準の設定 等 

食品の製造・加

工・販売業者が

食品廃棄物等

の再生利用等 

びん、ペットボト

ル、紙製・ 

プラスチック製容

器包装等 

・廃家電を小売

店が消費者よ

り引取り 

・製造業者等に

よる再商品化 

 

エアコン、テレビ

（ブラウン管、液

晶、プラズマ）、冷

蔵庫・冷凍庫、洗濯

機、衣類乾燥機 

工事の受注者が 

・建築物の分別

解体等 

・建設廃材等の

再資源化 

木材、コンクリー

ト、 

アスファルト 

国等が率先して再生品など

の調達を推進 

家

電

リ

サ

イ

ク

ル

法 

建

設

リ

サ

イ

ク

ル

法 

食

品

リ

サ

イ

ク

ル

法 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
資
源
循
環
法 

H13.4 

施行 

H14.5 

施行 

H13.5 

施行 

Ｈ12.4 

施行 

・関係業者が使用

済 み 自 動 車 の

引き取り、フロ

ン の 回 収 、 解

体、破砕 

・製造業者等によ

る エ ア バ ッ

グ・シュレッダ

ー ダ ス ト の 再

資源化、フロン

の破壊 

 

自

動

車

リ

サ

イ

ク

ル

法 

H17.1 

施行 

H13.4 

施行 

H25.4 

施行 

小型家電の市町村

による分別収集、

認定業者による適

正な処理及び資源

の有効な利用 

食

品

ロ

ス

削

減

推

進

法 

R1.10 

施行 

・国民各層の主体

的な取組 

・食品を廃棄せず

に食品として活

用 

・基本方針の策定 

・電気機械器具 

・通信機械器具 

・映像用機械器具 

・パソコン、ゲー

ム機、電子楽器

など 

 

グ リ ー ン 購 入 法  

R4.4 

施行 

小
型

家
電

リ

サ
イ

ク
ル

法 

容
器

包
装

リ

サ
イ

ク
ル

法 

・プラスチック

廃 棄 物 の 排 出

抑制、再資源に

対 す る 環 境 配

慮設計 

・ワンウェイプ

ラ ス チ ッ ク の

使用の合理化 

・プラスチック

廃 棄 物 の 分 別

収 集 、 自 主 回

収、再資源化 

容器包装の市町

村による分別収

集 ・ 容 器 の 製

造・容器包装の

利用業者による

再商品化 

（個別物品の特性に応じた規制） 
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２ 国の方針及び県の計画 

廃棄物の処理に関しては、廃棄物処理法に基づき、ごみの適正処理、処分に重点を置

いた事業が行われてきましたが、廃棄物処理法の改正、環境及びリサイクル関連法の施

行に伴い、環境負荷の軽減、資源循環の促進に重点を置いた事業が求められるようにな

りました。［表 2-1-2］ 

表 2-1-2：廃棄物処理・再資源化に関する国の方針及び県の計画などの経過 

年  月 関連する計画等 

平成13年５月 
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本的な方針（国） 

平成15年３月 循環型社会形成推進基本計画（国） 

平成17年４月 循環型社会形成推進交付金制度の導入（国） 

平成17年５月 
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本的な方針【改正】（国） 

平成18年３月 第６次埼玉県廃棄物処理基本計画（埼玉県） 

平成19年６月 

一般廃棄物会計基準（国） 

一般廃棄物処理有料化の手引き（国） 

市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針（国） 

平成20年３月 第２次循環型社会形成推進基本計画（国） 

平成22年８月 第６期埼玉県分別収集促進計画（埼玉県） 

平成22年12月 
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本的な方針【改正】（国） 

平成23年３月 第７次埼玉県廃棄物処理基本計画（埼玉県） 

平成28年1月 
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本的な方針【改正】（国） 

平成28年3月 第８次埼玉県廃棄物処理基本計画（埼玉県） 

平成30年6月 第４次循環型社会形成推進基本計画（国） 

令和3年3月 第９次埼玉県廃棄物処理基本計画（埼玉県） 

 

３ 国及び県の達成目標 

（１）国の達成目標 

循環型社会形成推進基本法第 15 条に基づき、循環型社会の形成に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために、平成 30 年６月に「第四次循環型社会形成推進基本

計画」が策定され、第三次循環型社会形成推進基本計画で掲げた「質」に着目した循

環型社会の形成、低炭素社会や自然共生社会との統合的取組等を引き続き中核的な事

項として重視しつつ、さらに、経済的側面や社会的側面にも着目し、将来像や指標、

目標を示しています。［表 2-1-3］ 

 

表 2-1-3：国の達成目標(第四次循環型社会形成推進基本計画) 

項  目 目  標 

ごみ排出量 

・１人１日当たりのごみ排出量：約850g/人/日（令和７年度目標） 

・１人１日当たりの家庭系ごみ排出量：約440g/人/日（令和７年度目標） 

・事業系ごみ排出量：約1,100万ｔ（令和７年度目標） 

循環利用率 約28％（2025年度目標） 

食品ロス量 家庭系食品ロス量：平成12（2000）年度の半減（令和12年度目標） 



 

16 

（２）県の達成目標 

埼玉県では、令和３（2021）年３月に「第９次埼玉県廃棄物処理基本計画」が策定

されており、この計画は、循環型社会づくりに関する埼玉県の基本的な計画で、廃棄

物の減量その他その適正処理に関する具体的な目標や方策などについて定めています。 

同計画においても、国の数値目標と同様に一般廃棄物の排出量等の目標が定められ

ています。［表 2-1-4］ 

 

 

表 2-1-4：県の達成目標（第９次埼玉県廃棄物処理基本計画） 

項  目 目        標 

ご み 排 出 量 

・ １人１日あたりの家庭系ごみ排出量： 

平成30年度実績524g/人・日に対し、令和7年度において440g/人・日に

削減（約16％削減） 

・ 事業系ごみ排出量： 

平成30年度実績535千ｔに対し、令和7年度において451千tに削減 

（約16％削減） 

再 生 利 用 率 
平成30年度実績23.9％に対し、令和７年度において33.6％に増加（9.7ポイ

ント増加） 

最 終 処 分 量 

１人１日あたりの最終処分量： 

平成30年度実績34g/人・日に対し、令和７年度において28g/人・日（約

18％削減） 

食 品 ロ ス 量 
平成30年度実績266千ｔに対し、令和７年度において240千ｔに削減（9.8％

削減）（令和12年度目標：202千ｔ（平成12年度：405千ｔ）比で半減）） 

 

 

目指すべき将来像 

「県、市町村、県民及び事業者などの全てのステークホルダーの 

パートナーシップによる「持続可能で環境にやさしい循環型社会」の実現」 

 

基本方針 

（1）廃棄物をリサイクルし、資源の循環型利用を推進する。 

（2）廃棄物を適正処理し、環境への負荷を低減する。 

（３）災害発生時において、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保する体制及び廃棄物処

理施設を中心とした施設のレジリエンスを高める。 

（４）将来直面する少子高齢化や人口減少においても持続可能な廃棄物の適正処理体制を維

持する。 

 

計画の基本的な方針 
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第２章 ごみ処理の状況 

１ 用語の定義 

一般廃棄物は、家庭など人の生活に伴って発生する「生活系ごみ」と事業活動に伴って

生じる「事業系ごみ」の２つに分けられます。「生活系ごみ」は、時に「家庭系ごみ」や「家

庭ごみ」という表現に置き換えられて使われているケースも見受けられます。しかし、国

の「循環型社会形成推進計画」や「廃棄物処理基本方針」の中で使用している「家庭系ご

み」と「生活系ごみ」では、定義が異なり、数値も異なります。 

 「家庭系ごみ」は、「生活系ごみ」（集団資源回収量を加えない）から収集区分上の「資

源ごみ」を除いたものです。家庭における分別行動が直接数値に反映されており、３Ｒ全

般の進捗を見るのに役立ち、減量化の指標として使われます。一方、「生活系ごみ」はリサ

イクルに先立って求められる２Ｒ（リデュース、リユース）の進捗を見るのに役立ち、減

量化の指標として使われます。［図 2-2-1］ 

 

 

 

※集団資源回収とは、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源を回収する団体に地域リサイク

ル活動推進補助金を交付し、資源の再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的に行っている「朝

霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱」に基づく回収です。 

 

図 2-2-1：用語の定義 

 

 

 

 

一
般
廃
棄
物
・総
排
出
量 

事業系ごみ 

生活系ごみ 

家庭系ごみ 

可燃ごみ 

家庭ごみ 

不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ 集団資源回収 一
般
廃
棄
物
・総
排
出
量 
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２ 生活系ごみの分別区分 

  本市の生活系ごみの分別区分は、以下のとおりです。［表 2-2-1］ 

 

表 2-2-1：生活系ごみの分別区分 

分別品目 ごみの種類 排出容器 
収集回数 

排出場所 

資
源
物 

びん 飲料用びんなど 
分別容器 

（コンテナ） 

週１回 

ごみ集積所 

かん 飲料用かんなど 
分別容器 

（コンテナ） 

ペットボトル 
飲料用、酒用、しょうゆ用、み

りん用など 

分別容器 

（コンテナ） 

専用ネット 

新聞 新聞、折込チラシ ひもで結束 

ダンボール ダンボール ひもで結束 

紙パック 内側が白色のもの ひもで結束 

雑誌・雑がみ 
雑誌、本、パンフレット、カタ

ログ、紙箱類、厚紙など 

ひもで結束 

雑紙・紙袋は 

透明袋も可 

布類 衣料類、肌着、毛布など 透明袋 

プラスチック資源 
容器包装類、プラスチックのみ

の製品 

透明袋、半透明

袋 

燃やせないごみ 

陶器、ガラス、乳白色のびん、

カセットボンベ、スプレーかん、

ライター、ビデオテープ、カセ

ットテープ、家電製品など 

分別容器 

（コンテナ） 

有害ごみ 
蛍光灯、電球、乾電池、水銀体

温計など 
透明袋 

燃やすごみ 

生ごみ、草木くず、おむつ、革、

ゴム、汚れの取れないプラスチ

ック製品など 

透明袋、半透明

袋 

週２回 

ごみ集積所 

粗大ごみ １辺が 50cm 以上のもの ― 
随時（予約制） 

指定場所 
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３ ごみ処理フロー 

本市のごみ処理フロー（令和３（2021）年度）は、次のとおりです。［図 2-2-2］ 

 

ダンボール
新　聞
布　類
雑がみ

紙パック

委託収集＋直接搬入

焼却・ガス化改質

資源化

焼却・ガス化改質

埋立

資源化

埋立

ペ ッ ト ボ ト ル

び  　ん

か　  ん

 もやせるごみ

粗大ごみ

資源ごみ（家庭）

（焼　　却）

ごみ焼却処理施設

埋立

資源化

人工砂原料資源化
セメント原料資源化

再生砕石資源化

家庭ごみ

事業ごみ

もやせないごみ・有害ごみ

乾電池・蛍光管リサイクル等
製鉄原料
リユース

アルミ原料

資源化

家庭ごみ

粗大ごみ処理施設

事業ごみ

資源物倉庫

（選別・圧縮）  リサイクル

 アルミ原料

 製鉄原料

 製紙材料等

（保管）
ストックヤード

あき缶資源化施設  再生原料

プラスチック類処理施設

（破袋・選別）

（破砕・選別）

家庭ごみ

事業ごみ

プ ラ ス チ ッ ク

 
図 2-2-2：ごみ処理フロー 
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４ ごみ排出量 

（１）ごみ排出量の実績 

本市のごみ排出量は、平成 25（2013）年度以降減少傾向にありましたが、令和元

（2019）年度に増加に転じ、令和２（2020）年度に過去９年間で最大値となる 39,125

ｔとなりました。令和３（2021）年度には減少に転じていますが、依然多い排出量を

維持しています。 

令和３（2021）年度の家庭ごみと事業ごみの割合は、家庭ごみの 82％に対し、事業

ごみは 18％となっており、過去９年間においてほぼ同様の傾向を示しています。［図

2-2-3］ 

 

 
図 2-2-3：ごみ排出量の推移 

 

（２）第５次計画における推計値との比較 

本市の人口やごみ排出量などの第５次計画における推計値（以下、「推計値」とい

う。）との比較は、次頁以降のとおりです。 
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① 人口（各年度 1 月 1日現在） 

人口の実績値は、平成 25（2013）年度以降増加傾向にあり、令和３（2021）年度

は 143,926人で、推計値を 1,726人（約 1.2％）上回っています。［図 2-2-4］ 

 

注：図 2-2-4 の毎年度の人口は、毎年度末、すなわち翌年度の４月１日時点の人口であるため、図 1-2-2 の毎年度の人

口実績値とは異なります。 

図 2-2-4：人口の実績値と推計値との比較 

 

② ごみ排出量 

ごみ排出量の実績値は、平成 29（2017）年度までは減少傾向を示していましたが、

平成 30（2018）年度に増加に転じました。令和３（2021）年度には減少したものの、

推計値を 4,587ｔ（約 14％）上回っています。［図 2-2-5］ 

 

図 2-2-5：ごみ排出量の実績値と推計値との比較 
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③ 生活系ごみ排出量（集団資源回収量除く） 

生活系ごみ排出量の実績値は、平成 30（2018）年度までは減少傾向を示していま

したが、令和元（2019）年度に増加に転じました。令和３（2021）年度は減少したも

のの、推計値を 4,883ｔ（約 19％）上回っています。［図 2-2-6］ 

 

図 2-2-6：生活系ごみ排出量（集団資源回収量除く）の実績値と推計値との比較 

 

④ １人１日当たり生活系ごみ排出量（以下、「生活系ごみ原単位」という） 

生活系ごみ原単位（集団資源回収量除く）の実績値は、平成 30（2018）年度まで

は減少傾向を示していましたが、令和元（2019）年度に増加に転じました。令和３

（2021）年度は減少したものの、推計値を 87ｇ/人・日（約 15％）上回っています。

［図 2-2-7］ 

 
注：生活系ごみ原単位（ｇ/人・日）＝生活系ごみ÷人口（各年度１月１日現在）÷年間日数×106 

図 2-2-7：生活系ごみ原単位（集団資源回収量除く）の実績値と推計値との比較 
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⑤ 事業ごみ排出量 

事業ごみ排出量の実績値は、平成 27（2015）年度以降増加傾向にありましたが、

令和２（2020）年度に令和元（2019）年度から 448ｔ減少しましたが、令和３（2021）

年度は再度増加に転じ、推計値を 329ｔ（約５％）上回っています。［図 2-2-8］ 

 

図 2-2-8：事業ごみ排出量の実績値と推計値との比較 

 

⑥ 集団資源回収量 

集団資源回収量の実績値は、平成 25（2013）年度以降減少傾向にあり、令和３年

（2021）年度実績値は 1,120ｔで、推計値を 625ｔ（約 36％）下回っています。［図

2-2-9］ 

 

図 2-2-9：集団資源回収量の実績値と推計値との比較 
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⑦ 集団資源回収率 

集団資源回収率の実績値は、平成 25（2013）年度以降減少傾向にあり、令和３年

（2021）年度実績値は 11.0％で、推計値を 5.9ポイント下回っています。［図 2-2-10］ 

 

図 2-2-10：集団資源回収率の実績値と推計値との比較 

 

（３）ごみの種類別割合 

令和３（2021）年度のごみの種類別割合は、燃やすごみが 71％、燃やせないごみが

３％、資源物（収集）が 19％、資源物（集団資源回収）が３％、粗大ごみが４％とな

っています。平成 29（2017）年度のごみの種類別割合とほぼ同様の割合となっていま

す。［図 2-2-11］ 

燃やすごみ

26,503ｔ

70%燃やせないごみ

1,035ｔ 3%

資源物（収集）

7,005ｔ 19%

資源物（集団回収）

1,739ｔ 5%

粗大ごみ

1,339ｔ 4%

合計：37,620t

 

燃やすごみ

27,382

71%

燃やせないごみ

1,195

3%

資源物（収集）

7,273

19%

資源物（集団回収）

1,120

3%

粗大ごみ

1,592

4%

合計：38,563ｔ 

図 2-2-11：ごみの種類別割合（左：平成 29（2017）年度、右：令和３（2021）年度） 
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（４）燃やすごみの組成 

本市のごみ焼却処理施設では、ごみ排出量の 71％（令和３（2021）年度）を占める

燃やすごみに関して、ごみ質の調査を行っています。令和３（2021）年度において、

紙類が 44.0％を占め、次いでビニール・プラスチック類が 21.8％、厨芥類（生ごみ）

が 17.7％を占めており、これらに関しては減量化・資源化できる余地があるものと考

えられます。［図 2-2-12］ 
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図 2-2-12：燃やすごみの組成 
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５ リサイクル 

（１）リサイクル量の実績 

リサイクル量は、平成 25（2013）年度の 13,649ｔから 1,142ｔ減少し、令和３（2021）

年度には 12,507ｔ（約８％減）となっています。なお、平成 27（2015）年度より、焼

却灰の再生砕石資源化を開始し、リサイクルを行っています。［表 2-2-2］ 

 

表 2-2-2：リサイクル量の推移 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

単位

t/年 13,648.50 13,238.29 13,199.05 12,877.14 12,892.90 12,548.99 12,923.93 13,160.67 12,679.84

t/年 2,290.76 2,207.34 2,054.73 1,849.41 1,739.28 1,599.58 1,450.61 1,301.70 1,120.12

t/年 8,744.67 8,628.45 8,736.58 8,484.00 8,514.21 8,648.79 9,035.41 9,420.61 9,077.29

t/年 1.21 1.91 0.21 1.21 0.22 0.00 0.00 0.86 0.17

t/年 493.92 455.76 490.46 442.11 445.76 470.38 495.10 599.64 623.08

t/年 8.18 8.06 5.76 8.22 8.27 12.38 17.13 25.80 22.14

t/年 2,210.74 2,309.27 2,453.55 2,424.93 2,518.06 2,640.53 2,952.03 2,957.76 2,804.49

t/年 338.92 338.75 357.74 373.41 349.48 345.21 343.33 339.48 336.48

t/年 1,023.42 1,017.65 1,030.84 991.20 990.08 931.34 839.43 982.81 987.97

t/年 422.00 402.75 422.15 400.17 423.30 399.99 371.57 408.89 414.14

t/年 313.15 285.16 284.73 272.93 277.80 260.28 238.26 242.45 247.44

t/年 288.27 329.74 323.96 318.10 288.98 271.07 229.60 331.47 326.39

t/年 382.08 367.77 368.08 354.48 346.03 357.85 357.10 399.02 343.96

t/年 195.19 199.98 206.13 210.10 205.24 220.75 221.82 256.03 249.30

t/年 186.89 167.79 161.95 144.38 140.79 137.10 135.28 142.99 94.66

t/年 981.65 989.23 1,026.27 1,041.52 1,075.26 1,069.69 1,130.03 1,347.36 1,347.23

新聞紙 t/年 1,066.14 915.85 854.97 810.88 763.83 634.64 569.16 478.88 451.55

t/年 447.33 441.61 500.31 444.60 465.13 485.97 535.47 590.38 561.56

t/年 1,379.88 1,318.53 1,368.76 1,269.94 1,215.76 1,190.39 1,289.19 1,250.77 1,133.13

紙パック t/年 2.56 4.54 2.15 1.55 0.85 0.53 1.00 1.96 6.08

自転車 t/年 47.57 48.68 48.04 47.05 52.82 51.41 56.08 57.96 57.50

コード、ステンレス、鉄くず t/年 27.18 32.32 16.13 24.29 11.37 16.07 48.89 30.04 30.35

乾電池、蛍光管 t/年 15.25 14.40 11.14 10.29 10.74 9.74 6.93 7.59 21.78

t/年 8.51 7.68 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

携帯電話 t/年 0.04 0.06 0.06 0.03 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00

残渣ペットボトル t/年 159.69 156.41 107.39 163.99 175.47 189.79 172.61 132.61 127.88

スプレー缶 t/年 35.22 45.78 38.68 38.03 38.30 35.82 39.36 40.72 44.75

布団・マットレス等（不適燃焼物） t/年 - - - - - 184.98 182.57 175.22 172.35

小型家電品 t/年 59.77 67.07 33.18 27.79 29.12 22.04 0.00 0.00 0.00

A t/年 3.19 7.59 3.48 3.59 3.68 2.04 0.00 0.00 0.00

B t/年 56.58 59.48 29.39 24.01 25.04 19.54 0.00 0.00 0.00

C t/年 - - 0.31 0.19 0.40 0.46 0.00 0.00 0.00

小型家電・バッテリー t/年 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 4.84

残渣リサイクル量 t/年 2,613.07 2,402.51 2,407.74 2,543.73 2,639.41 2,300.62 2,437.91 2,438.36 2,482.43

焼却残渣 t/年 2,613.07 2,402.51 2,407.74 2,543.73 2,639.41 2,300.62 2,437.91 2,438.36 2,482.43

セメント原料化 t/年 759.00 661.00 613.00 563.00 502.00 339.55 490.42 385.60 418.74

人工砂原料化 t/年 1,854.07 1,741.51 1,244.74 1,191.73 1,346.41 1,111.07 1,164.49 1,232.76 1,230.69

再生砕石資源化 t/年 - - 550.00 789.00 791.00 850.00 783.00 820.00 833.00

t/年 555.41 583.12 721.92 745.48 875.54 896.31 938.97 715.77 617.98

t/年 500.00 496.00 704.00 737.00 858.00 837.00 914.00 691.00 609.00

t/年 55.41 87.12 17.92 8.48 17.54 59.31 24.97 24.77 8.98

％ 28.5 28.4 28.4 27.4 27.3 27.2 27.3 27.4 26.4

％ 35.2 34.7 34.8 34.2 34.3 33.3 33.6 33.6 32.9

布類

雑がみ

布団

リサイクル率

再生利用率

不燃物

熱回収

不燃残渣

ダンボール

スチール

アルミ

集団回収量

アルミガラ

その他

茶色

無色

びん

リサイクル量

中間処理後リサイクル量

廃家電

磁性物

かん

ペットボトル

プラスチック

 

注：リサイクル率及び再生利用率とは、以下の式で算出される値です。 

リサイクル率＝（集団資源回収量＋クリーンセンターで中間処理後に回収される資源及び搬入された資源の量）÷ごみ排出量 

再生利用率＝（集団資源回収量＋クリーンセンターで中間処理後に回収される資源及び搬入された資源の量＋焼却残渣のリサ 

イクル量）÷ごみ排出量 

注：不燃残渣のリサイクル量は、上段のプラスチックの量に含まれています。そのため、残渣リサイクル量には加えていません。 
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（２）リサイクル率の推計値との比較 

リサイクル率は、平成 30（2018）年度まで減少傾向にあり、令和元（2019）年度に

増加に転じましたが、令和３（2021）年度は減少し、推計値を 3.9 ポイント下回って

います。［図 2-2-13］ 

また、集団資源回収量分のリサイクル率は、平成 25 年（2013）年度以降減少傾向

にあり、令和３（2021）年度の実績値は、推計値を 2.2ポイント下回っています。［図

2-2-14］ 

 

図 2-2-13：リサイクル率の実績値と推計値との比較 

 

 

図 2-2-14：リサイクル率（集団資源回収量分）の実績値と推計値との比較 
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６ 収集・運搬 

（１）収集・運搬体制 

ごみの収集・運搬は、民間に委託しています。収集・運搬に際しては、安全運転を

励行し、交通渋滞の回避、環境への負荷削減に努めています。 

（２）家庭ごみ訪問収集 

高齢や障害がある等により、ごみ集積所に持ち出すことが困難で、身近な人の協力

を得られない世帯を対象に、自宅からごみを回収する「家庭ごみ訪問収集事業」を実

施しています。燃やすごみ、燃やせないごみ、資源物（びん・かん・ペットボトル・

プラスチック・新聞等）について、毎週１回、訪問して玄関先から一括で収集してい

ます。 

（３）収集・運搬量 

収集・運搬量は、平成 25（2013）年度以降増減を繰り返しながらも、令和１（2019）

年度まではほぼ同水準で推移してきましたが、令和２（2020）年度に燃やせないごみ

及び粗大ごみの収集・運搬量が増加し、過去９年間で最大値となりました。令和３

（2021）年度には減少に転じたものの、依然多い収集・運搬量を維持しています。こ

れは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等の影響で、片づけごみの収集

が増加したことによるものと考えられます。［図 2-2-15］ 
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図 2-2-15：収集・運搬量の推移 
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７ 中間処理 

（１）処理施設の概要 

本市が所管する中間処理施設の概要と処理内容は、次のとおりです。 

   各処理施設は、竣工から相当年数経過し、老朽化が進んでいることから、定期補修

工事や修繕を行うことにより、延命化を図るなど、適正な維持管理に努めています。

［表 2-2-3］、［表 2-2-4］、［表 2-2-5］、［表 2-2-6］ 

 

表 2-2-3：ごみ焼却処理施設 

項 目 内     容 

処理能力 120ｔ/日（60ｔ/24 時間×2 炉） 

処理方式 ストーカ式 

竣工年月 平成 6 年 12 月（平成 26 年度延命化工事完了） 

運転管理 民間委託 

処理内容 燃やすごみ、選別後の可燃物を焼却処理しています。 

表 2-2-4：粗大ごみ処理施設 

項 目 内     容 

処理能力 30ｔ/日（5 時間） 

処理方式 破砕・選別処理 

竣工年月 昭和 59 年 8 月 

運転管理 民間委託 

処理内容 
燃やせないごみ、粗大ごみを破砕し、可燃物、不燃物、

資源（鉄）に選別処理しています。 

表 2-2-5：あき缶資源化施設 

項 目 内     容 

処理能力 5ｔ/日（5 時間） 

処理方式 磁力選別処理・アルミ選別処理、圧縮処理 

竣工年月 平成 9 年 3 月 

運転管理 民間委託 

処理内容 
あき缶をスチールとアルミに選別処理し、圧縮成型して

います。 

表 2-2-6：プラスチック類処理施設 

項 目 内     容 

処理能力 13.2ｔ/日（5 時間） 

処理方式 手選別処理・圧縮処理 

竣工年月 平成 21 年 3 月 

運転管理 民間委託 

処理内容 
ペットボトル、プラスチック類を選別処理し、圧縮成型

しています。 
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（２）中間処理量 

① 焼却処理量 

焼却処理量は、平成 25（2013）年度以降、増加傾向を示しています。このうち、

家庭ごみの焼却処理量は、平成 30（2018）年度まで減少傾向にありましたが、令和

元（2019）年度に増加に転じています。事業ごみの焼却処理量についても、平成 27

（2015）年度以降、増加傾向となっています。［図 2-2-16］ 
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図 2-2-16：焼却処理量の推移 

 

② 燃やせないごみ及び粗大ごみの処理量 

燃やせないごみ及び粗大ごみの処理量は、平成 29（2017）年度以降、増加傾向を

示しています。とくに、令和２（2020）年度における家庭から排出された燃やせない

ごみ及び粗大ごみの処理量は、過去９年間で最大となっています。これは、新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等による影響により、片づけごみの排出量が増

加したことによるものと考えられます。［図 2-2-17］ 
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図 2-2-17：燃やせないごみ及び粗大ごみ処理量の推移 
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８ 最終処分 

（１）最終処分の概要 

本市は最終処分場を有していないため、残渣類は、埼玉県や民間の最終処分場に処

分を委託しています。 

最終処分量を削減するため、中間処理後に発生する焼却残渣や不燃残渣の一部につ

いて民間事業者に処理を委託してリサイクルしています。［表 2-2-7］ 

 

表 2-2-7：残渣類のリサイクル方法 

残  渣  類 リサイクル方法 

焼却灰 人工砂原料化、セメント原料化、

再生砕石資源化 

飛灰（ごみ焼却処理施設の集じん器で捕集される灰） セメント原料化 

選別処理後に回収される残渣、廃プラスチック類 ガス化、燃料化 

 

（２）最終処分量（埋立量） 

最終処分量は、平成 26（2014）年度をピークとして、以降は減少傾向にあり、平成

29（2017）年度以降はほぼ横ばいで推移しています。令和３（2021）年度には 1,066

ｔとなり、平成 25（2013）年度の 1,245ｔと比較して約 14％減少しています。これは、

平成 27 年度より焼却残渣の再生砕石資源化を開始したことによるものと考えられま

す。［図 2-2-18］ 
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図 2-2-18：最終処分量の推移 
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（３）１人１日当たりの最終処分量（埋立量） 

１人１日当たりの最終処分量は、平成 26（2014）年度から平成 29（2017）年度ま

で減少傾向にあり、令和３（2021）年度には 20.3ｇ/人・日となっています。［図 2-2-19］ 
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図 2-2-19：１人１日当たりの最終処分量の推移 

 

 

９ ごみ処理経費の推移 

ごみ処理経費は、年間 11.4 億円から 13.9 億円の間で推移しています。 

令和３（2021）年度におけるごみ処理原価は、１人当たりでは年間約９千５百円、１

世帯当たりでは年間約２万円、ごみ１ｋｇ当たりでは 35 円となっています。［表 2-2-8］ 

 

表 2-2-8：ごみ処理経費の推移 

区分 単位 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

人口 （人） 132,876 134,709 136,321 137,271 138,721 140,218 142,073 143,388 143,926

世帯 （世帯） 59,849 60,965 62,220 63,135 64,385 65,560 66,969 68,130 68,785

ごみ排出量 （ｔ） 38,722 38,196 37,966 37,658 37,620 37,661 38,440 39,126 38,563

ごみ処理経費 （千円） 1,184,086 1,307,391 1,193,155 1,162,617 1,135,931 1,136,074 1,361,109 1,389,894 1,361,151

1人当たり年間ごみ処理原価 （円） 8,911 9,705 8,753 8,470 8,189 8,102 9,580 9,693 9,457

1世帯当たり年間ごみ処理原価 （円） 19,785 21,445 19,176 18,415 17,643 17,329 20,324 20,401 19,788

１ｋｇ当たりごみ処理原価 （円） 31 34 31 31 30 30 35 36 35  

出典：本市の清掃事業概要（令和 3 年度実績値） 

注：人口、世帯数は年度末 
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１０ 国及び県の平均値との比較 

（１）1 人 1 日当たりごみ排出量（以下、「ごみ排出量原単位」という）の比較 

ごみ排出量原単位（ｇ/人・日）は、ごみ排出量（生活系ごみ＋集団資源回収＋事

業ごみ）÷人口（各年度 10 月 1日現在）÷年間日数×106 により算出します。 

国及び県のごみ排出量原単位は、環境省一般廃棄物処理実態調査※（以下、「環境省

実態調査」という）に基づきます。環境省実態調査では、各年度 10月１日の人口に基

づきごみ排出量原単位を算出しているため、ここで、本市においても、各年度 10月１

日の人口に基づき算出した値とします。 

本市のごみ排出量原単位は、国及び県の平均値を下回っており、令和２（2020）年

度の実績値は、国の平均値よりも 153ｇ/人・日、県平均値よりも 113ｇ/人・日下回っ

た値となっています。また、ごみ排出量に占める事業ごみの割合は、本市が 18％であ

るのに対し、県の平均値は 21％、国の平均値が 28％となっています。［図 2-2-20］、［図

2-2-21］、［図 2-2-22］ 

 

図 2-2-20：ごみ排出量の国及び県平均値との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：「環境省一般廃棄物処理実態調査」は、一般廃棄物行政の推進に関する基礎資料を得ることを目的として、 

全国の市町村及び特別地方公共団体に対し環境省が行っている調査 
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図 2-2-21:ごみ排出量の国及び県平均値との比較（令和２年度） 

 

 

図 2-2-22:生活系ごみ・事業ごみ構成比 国及び県平均値との比較（令和２年度） 
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（２）再生利用率の比較 

本市の再生利用率は、国及び県の平均値を上回っており、令和２（2021）年度の実

績値は、国の平均値よりも約 13.2 ポイント、県の平均値より約 8.8ポイント高い値と

なっています。 

なお、国及び県の再生利用率は、環境省実態調査に基づきます。（環境省実態調査

では再生利用率を「リサイクル率」としています。）［図 2-2-23］ 
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図 2-2-23：再生利用率の実績値と国及び県平均値との比較 
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（３）国及び県の目標値と本市の実績値との比較 

国及び県の減量化・資源化目標と本市の実績値を比較しますと、令和３（2021）年

度実績において、「１人１日当たりの家庭系ごみ排出量」及び「最終処分量（１人１日

当たりの最終処分量）」で、国及び県の目標値を達成しています。「事業ごみ量」につ

いては県の目標値から 16.4 ポイント、「再生利用率」については県の目標値から 0.7

ポイント下回っています。 

第９次埼玉県廃棄物処理基本計画では、「３Ｒの推進」を目指し、食品ロスの削減

への県民運動の推進を図るほか、事業系ごみに対して市町村と共同し、事業系ごみ削

減キャンペーン、市町村等のごみ処理施設における搬入物検査の実施などの取組が示

されています。 

このような県の計画を参考として、本市における取組の検討が必要です。［表 2-2-9］ 

 

表 2-2-9：国及び県の減量化・資源化目標と本市の実績との比較 

区分 

 

項目 

国 県 本 市 

第四次循環型社会形

成推進基本計画 

平成 30 年６月公表 

第９次埼玉県廃棄物

処理基本計画 

令和３年 3 月策定 

実績値 

1 人 1 日当た

りの家庭系ご

み排出量 

基準年度及

び基準値 
－ 

平成 30 年度 

524ｇ/人・日※ 

平成 30 年度 

433ｇ/人・日 

目標年度及

び目標値 

令和７年度 

440ｇ/人・日 

令和７年度 

440ｇ/人・日 

（16％減） 

令和３年度 

439ｇ/人・日 

（1.4％増） 

事業ごみ量 

基準年度及

び基準値 
－ 

平成 30 年度 

535 千ｔ/年 

平成 30 年度 

7,055ｔ/年  

目標年度及

び目標値 

令和７年度 

1,100 万トン 

令和７年度 

451 千ｔ/年 

（16％減） 

令和３年度 

7,133ｔ/年 

（0.4％増） 

再生利用率 

基準年度及

び基準値 
－ 

平成 30 年度 

23.9％ 

平成 30 年度 

33.3% 

目標年度及

び目標値 

令和 7 年度 

28％ 

令和７年度 

33.6% 

（9.7％増） 

令和３年度 

32.9% 

（1.2％減） 

最 終 処 分 量

/1 人 1 日当

たりの最終処

分量 

基準年度及

び基準値 
－ 

平成 30 年度 

34ｇ/人・日 

平成 30 年度 

25.7ｇ/人・日 

目標年度及

び目標値 

令和７年度 

320 万トン 

令和７年度 

28ｇ/人・日 

（18％減） 

令和３年度 

20.3ｇ/人・日 

（21％減） 

※：家庭系ごみとは、生活系ごみから資源ごみを除いた値。 
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１１ 類似団体との比較 

（１）類似団体との比較図 

ごみ処理状況についての類似団体※（25団体）との比較は、次頁のとおりです。 

本データは環境省実態調査に基づきます。（ここでは、本市における実績データも

実態調査から引用しています。最終処分率については、最終処分量÷ごみ排出量によ

り算出した値です。） 

環境省実態調査の人口は、10 月１日現在です。 

１人１日平均ごみ排出量の生活系ごみには、集団資源回収量を含んでいます。 

環境省が示すリサイクル率は、本市の再生利用率に相当します。 

ごみ処理経費に関しては、収集・運搬費、処理・処分費、運転管理費の合計で、施

設の建設・改良費は年度ごとに変動が大きいため含んでいません。 

類似団体との比較は、客観的に廃棄物処理の状況を評価し、本市がどのレベルにあ

るのか判断するための手法です。［図 2-2-24］、［表 2-2-10］ 

 
※：類似団体：年齢別人口構成、産業別就業人口の構成などに基づき、総務省が自治体を類型別に分類した自治

体で、［表 2-2-10］に示す。 
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図 2-2-24：類似団体との比較 

各評価項目とも平均値よりも上段にある場合、類似団体よりも取組の効果が高いことを示します。 

○ごみ排出量原単位：類似団体平均よりも少ない。（排出抑制の取組効果が高い） 

○事業ごみ構成比：類似団体平均よりも少ない。（事業ごみに対する抑制効果が高い） 

○再生利用率：類似団体平均よりも多い。（資源物回収の取組効果が高い） 

○最終処分率：類似団体平均よりも少ない。（ごみの減量効果が高い） 

○1人当たり処理経費：類似団体平均よりも少ない。（費用対効果が高い） 

○分別区分数：類似団体平均よりも多い。（資源物の分別収集に積極的） 
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表 2-2-10：類似団体との比較 

（人） （千円/人） （区分）

埼玉県 朝霞市 143,063 0.75 0.62 0.13 82.6 17.4 32.7 2.7 9.3 15

茨城県 土浦市 141,506 1.04 0.67 0.37 64.4 35.6 27.2 11.7 12.0 16

茨城県 取手市 106,815 0.89 0.74 0.15 83.1 16.9 20.0 3.5 10.5 16

埼玉県 加須市 112,852 1.01 0.78 0.23 76.9 23.1 38.4 3.2 13.8 19

埼玉県 鴻巣市 118,042 0.83 0.68 0.16 81.2 18.8 17.3 0.2 11.3 14

埼玉県 戸田市 140,756 0.90 0.62 0.29 68.1 31.9 16.4 4.8 8.8 19

埼玉県 入間市 147,312 0.86 0.72 0.15 83.0 17.0 23.1 6.1 10.8 13

埼玉県 富士見市 112,127 0.73 0.61 0.12 83.9 16.1 26.5 3.7 9.7 15

埼玉県 三郷市 142,837 0.93 0.71 0.22 76.2 23.8 17.3 8.3 8.6 7

埼玉県 坂戸市 100,487 0.77 0.65 0.13 83.6 16.4 20.7 2.6 12.1 16

埼玉県 ふじみ野市 114,558 0.76 0.61 0.15 79.7 20.3 21.9 1.6 13.9 14

千葉県 木更津市 135,634 1.15 0.69 0.46 60.0 40.0 22.9 3.7 21.8 12

千葉県 成田市 131,997 1.04 0.74 0.30 71.1 28.9 19.2 3.1 17.3 10

千葉県 我孫子市 131,753 0.84 0.68 0.16 80.9 19.1 23.5 15.2 14.0 19

千葉県 鎌ヶ谷市 109,887 0.80 0.63 0.16 79.6 20.4 19.9 7.9 12.9 14

千葉県 印西市 105,332 0.89 0.70 0.19 78.8 21.2 18.9 10.9 10.5 19

東京都 武蔵野市 147,677 0.80 0.71 0.10 88.1 11.9 33.1 0.0 18.5 10

東京都 青梅市 132,291 0.84 0.72 0.12 86.2 13.8 28.3 0.0 19.9 16

東京都 昭島市 113,589 0.77 0.65 0.11 85.4 14.6 31.5 0.0 19.0 11

東京都 小金井市 123,427 0.66 0.62 0.03 95.1 4.9 46.0 0.2 16.9 14

東京都 国分寺市 126,432 0.70 0.65 0.05 92.8 7.2 41.6 0.0 20.1 14

東京都 東久留米市 116,961 0.77 0.64 0.13 82.6 17.4 32.0 0.0 16.0 12

東京都 多摩市 148,606 0.76 0.64 0.12 84.5 15.5 27.1 0.0 14.9 13

神奈川県 伊勢原市 102,088 0.81 0.69 0.12 84.8 15.2 21.4 5.6 13.3 22

神奈川県 海老名市 133,314 0.75 0.59 0.16 78.9 21.1 30.6 0.3 12.9 21

神奈川県 座間市 131,776 0.72 0.63 0.10 86.7 13.3 27.0 0.3 11.5 10

125,812 0.84 0.67 0.17 80.7 19.3 26.3 3.7 13.8 15平均値

処理及び維
持管理費
（1人当た
り）

分別
区分数

全体 家庭ごみ 事業ごみ 家庭ごみ 事業ごみ 再生利用率 処分率

県名 市区町村名
人口

1人1日平均ごみ排出量
（g/人・日）

家庭ごみ・事業ごみ
構成比（％）

再生利用率、処分率
（％）

 
 資料：環境省令和 2年度廃棄物事業実態調査による。人口は令和 2年 10月 1日現在。 

 

 

志木市、和光市、新座市は類似団体ではありませんが、本市に隣接する市として参考

に掲載します。［表 2-2-11］ 

 

表 2-2-11：近隣３市との比較 

（人） （千円/人） （区分）

埼玉県 志木市 76,454 759 619 140 81.6 18.4 30.1 3.5 10.9 13

埼玉県 和光市 84,248 776 659 117 84.9 15.1 24.7 4.5 12.2 13

埼玉県 新座市 166,220 777 634 144 81.5 18.5 26.2 3.7 12.2 15

再生利用率、処分率
（％）

処理及び維
持管理費
（1人当た
り）

分別
区分数

全体 家庭ごみ 事業ごみ 家庭ごみ 事業ごみ 再生利用率 処分率

県名 市区町村名
人口

1人1日平均ごみ排出量
（g/人・日）

家庭ごみ・事業ごみ
構成比（％）
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１２ これまでの取組の評価・検証 

第５次計画の目標年度である令和５（2023）年度のごみ減量化・資源化目標の達成見

込みは、以下のとおりです。［表 2-2-12］ 

（１）ごみ減量化・資源化目標の達成見込み 

 

表 2-2-12：ごみ減量化・資源化目標の達成見込み 

指 標 単位 
平成 29 年度 

（基準年度・実績値） 

令和３年度 

(実績値) 

令和４年度 

（実績値） 

令和 5 年度 

（第５次目標年度） 

達成 

見込み 

ごみ排出量 ｔ/年 37,620 38,563  33,701 △ 

リサイクル率 ％ 27.3 26.4  30.9 △ 

再生利用率 ％ 34.3 32.9  37.6 × 

生活系ごみ排出量 ｔ/年 29,077 30,310  25,148 △ 

１人１日当たりの

生活系ごみ排出量 
g/人・日 574 577  476 △ 

事業ごみ排出量 ｔ/年 6,804 7,133  6,804 △ 

集団資源回収率 ％ 17.0 11.0  16.8  × 

評価の凡例：○達成が見込まれる指標 

△達成困難であるが、今後改善が見込まれる指標 

×達成困難な指標 
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（２）施策の評価 

 

（評価欄） 

評価〇：計画どおりに実施できた指標 

評価△：計画の一部が実施できなかった指標 

評価×：計画が実施できなかった指標 

 

区分 施 策 内   容 評価 

（１）排出抑制

計画（リデュー

ス・リユース） 

①家庭ごみ 

（ア）戸別収集、ごみ処理有料化の継続 〇 

（イ）市民への意識啓発 〇 

（ウ）環境教育の充実推進 △ 

（エ）啓発イベントの実施 △ 

（オ）再使用・再資源化の促進 〇 

（カ）店頭・販売店回収の促進 〇 

（キ）家庭ごみ有料化の検討 〇 

②事業ごみ 

（ア）生ごみ減量化の推進 〇 

（イ）事業者への意識啓発・セミナーの開催 △ 

（ウ）ごみの減量・再資源化事業の検討 〇 

（エ）小規模事業者に対する適正排出の推進 〇 

（オ）製造事業者等の責任の確立 〇 

    

（２）再資源化

計画（リサイク

ル） 

①家庭ごみ 

（ア）分別排出の徹底 〇 

（イ）集団資源回収活動の促進 〇 

（ウ）小型家電品の再資源化 〇 

（エ）学習機会の提供 △ 

（オ）紙類の再資源化の促進 〇 

（カ）生ごみの再資源化の推進 〇 

（キ）再生品の利用促進 〇 

②事業ごみ 

（ア）実地検査・指導の推進 △ 

（イ）紙類の再資源化の推進 △ 

（ウ）関係情報の収集・提供 △ 

（エ）生ごみ再資源化の推進 △ 

    

（３）収集・運

搬計画 

①ごみ集積

所の管理 

（ア）分別の徹底 〇 

（イ）ごみ排出マナーの向上 〇 

（ウ）安全管理の徹底 〇 

②収集業務の向上 〇 

③事業ごみ排出の適正化 〇 

④高齢者・障害のある方への支援 〇 

   

（４）中間処理
計画 

①安全・適正な維持管理 〇 

②計画的な施設整備 〇 

③新技術の情報収集 〇 

④広域処理の検討 〇 

   

（５）最終処分
計画 

①最終処分場の確保 〇 

②最終処分場の延命化 〇 

③最終処分とリサイクル処理の現地調査・確認 〇 

④自然環境への負荷の低減 〇 

   

（６）災害廃棄
物処理計画 

①被災時の処理体制の構築 〇 

②支援体制の確保 〇 

 

図 2-2-25：ごみ処理基本計画施策体系図及び評価結果 

 

基
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基本方針１： 

３Ｒが根づいた社会

づくり 

基本方針２： 

市民・事業者・行政の

役割分担に基づく低

炭素・循環型社会の形

成 

基本方針３： 

安心・安全で環境負荷

の少ない廃棄物処理

システムづくりの推

進 
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（３）基本施策の実施状況 

   第５次計画で定めた各種施策に対して、平成 30（2018）年度から令和４（2022）年

度までの実施状況は、以下の通りです。［表 2-2-13］～［表 2-2-24］ 

 

表 2-2-13：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

排出抑制計画（リデュース・リユース） 

家

庭

ご

み 

生
ご
み
減
量
化
の
推
進 

・家庭での水切りの推進 

・食品ロス削減事業 

・給食の食べ残しの削減 

・雑草、剪定枝等を乾燥させてから排出 

○ 

・広報あさか、市ホームページで「宴会等での食べきり」の記事を掲載 

・店頭啓発活動や環境月間事業（６月）、３R 推進月間（10 月）に、様々な店頭や市

役所等で啓発物（水切りネット）を配布・リサイクルプラザで、食品ロスになる食品

の回収及び配布を実施（下表参照） 
項目 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

水切りネッ

ト 
2900 個配布 2500 個配布 400 個配布 900 個配布 個配布 

食品回収 377 個回収 312 個回収 471 個回収 976 個回収 個回収 

食品配布 377 個配布 312 個配布 471 個配布 976 個配布 個配布 
 

市
民
へ
の
意
識
啓
発 

・リサイクルプラザで、ごみに関する資料を展示 

・リサイクルプラザで備え置きの書籍の貸出 

・マイバッグキャンペーンの実施 

・各種講座の開催及びリサイクルに関する情報の発信 
○ 

・ごみ処理に関する情報を市ホームページ及び広報あさかに掲載 

・啓発用のパンフレットを発行 

・ごみ分別アプリを導入している、自治体の利用状況効果の確認 

・本市のごみ分別辞典の掲載方法を令和 2 年度に見直し 

環
境
教
育
の
充
実 

・３Ｒ推進団体と協働で実験学習を開催 

・環境講座やクリーンセンター見学会等の開催 

△ 

・３Ｒ推進団体協働事業やクリーンセンター見学会を開催（下表参照） 
項目 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

協働事業の 

開催数 
計1 回 計 1 回 未実施 計 1 回  

見学会の 

参加団体数 
11 件 11 件 1 件 ２件  

※コロナ禍の影響により令和２年度の協議事業は実施しないこと、令和２年度と令和３年度の見学会は感染リスクの少な

い個人（家族）のみの実施としました。 

 

啓
発
イ
ベ
ン
ト
の
実
施 

・各種の環境や資源の循環をテーマとしたイベントの実施 

・ごみの減量・分別徹底についての啓発 

△ 

・店頭啓発事業や講座（リサイクルプラザ）を実施（下表参照） 

・他自治体における、イベント等の実施状況について令和元年度に調査 

・スーパーマーケットにて、ごみ減量・分別のアンケート調査、啓発品の配布を令和 2

年度に実施（計３回） 
開催数 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

店 頭 啓 発

事業 
2 回 ４回 未実施 未実施  

講座 未実施 ５回 ３回 ５回  

※コロナ禍の影響により令和２年度の店頭啓発事業は実施しないこととしました。 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-14：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

排出抑制計画（リデュース・リユース） 

家

庭

ご

み 

再
使
用
・
再
生
利
用
の
促
進 

・家庭で不用になった生活用品の再使用・再生利用の促進 

・リサイクルショップ事業、制服リサイクル事業の実施 

・資源回収ボックス設置・エコバッグ推進店舗の紹介 

○ 

・広報あさか、市ホームページにおいてプラスチック資源ごみの適正分別の啓発 

・外国人居住への啓発 

・リサイクルプラザにおいて、家具類の再生販売と、不用となった生活用品等をリサ

イクルショップで販売（下表参照） 

①〔家具類〕 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

展示件数 498 件 509 件 374 件 476 件  

申込件数 1,314 件 1,229 件 861 件 1,005 件  

販売件数 397 件 403 件 282 件 363 件  

販売金額 1,091,700 円 912,100 円 702,500 円 970,100 円  

②〔ショップ〕 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

出品者数 11,044 人 10,502 人 7,457 人 9,599 人  

販売点数 43,686 点 40,950 点 27,866 点 35,409 点  

販売金額 11,620,010 円 10,886,650 円 7,441,350 円 9,098,960 円  

 

・市内中学校制服（男女）の回収及び配布（下表参照） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

出品者数 28 着 33 着 40 着 95 着  
 

店
頭
・
販
売
店
回
収

の
促
進 

・法的整備について、国や関係機関等に対して要望 

○ 
・EPR（生産者責任）法の制定について、公益社団法人全国都市清掃会議を通じ、国へ要望 

・資源回収ボックス設置・エコバッグ推進店舗の情報を市 HP に掲載 

・リターナブルびんやデポジット制度について令和元年度より調査 

家
庭
ご
み
有
料
化
の

検
討 ・家庭ごみ有料化の情報収集、先進地における導入効果の検証 

○ 

・他自治体での動向、効果の把握 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-15：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

排出抑制計画（リデュース・リユース） 

家 

庭 

ご 

み 

生
ご
み
減
量
化
の
推
進 

・家庭で不用になった生活用品の再使用・再生利用の促進 

・リサイクルショップ事業、制服リサイクル事業の実施 

・資源回収ボックス設置・エコバッグ推進店舗の紹介 

〇 

・市内事業所の生ごみのリサイクル分排出状況（下表参照、民間堆肥化施設（市内一

般廃棄物処理業（処分）許可業者）における堆肥化量） 

・市内事業所生ごみの、他自治体民間施設でのリサイクル 

・一般廃棄物許可業者と契約している事業所及びクリーンセンターへ直接搬入してい

る事業所へ、ごみ減量のリーフレットを配布、市ホームページ、広報あさかへ掲載 

・令和 3 年度より事業所へ食品ロス削減の啓発（通知による啓発） 
項目 平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

学校給食

センター 

排出量 68,443kg 60,757kg 56,998kg 51,505kg  

堆肥化量 27,377kg 24,303kg 22,799kg 20,602kg  

４小・５

小 

排出量 18,551kg 19,394kg 16,265kg -  

堆肥化量 7,420kg 7,758kg 6,506kg -  

４小・５

小・8 小 

排出量 - - - 29,597kg  

堆肥化量 - - - 11,839kg  

朝霞市立

保育園 

排出量 20,317kg 19,609kg 21,075kg 22,648kg  

堆肥化量 8,127kg 7,844kg 8,430kg 9,059kg  

社会福祉

協議会 

排出量 1,889kg 1,505kg 1,867kg 1,858kg   

堆肥化量 756kg 602kg 747kg 743kg  

本田研究

所 

排出量 63,169kg 66,820kg 52,467kg 34,035kg  

堆肥化量 25,267kg 26,728kg 20,987kg 13,614kg  

デニーズ

朝霞台店 

排出量 2,402kg 2947kg 1658kg 1349kg  

堆肥化量 960kg 1178kg 663kg 539kg  

合計 
排出量 174,771kg 168,085kg 148,672kg 139,643kg  

堆肥化量 69,907kg 67,235kg 59,469kg 55,857kg  

※排出量は、リサイクル（堆肥化）に用いる量 

※生ごみを堆肥化する場合、堆肥として残る量は生ごみの4 割程度 

※令和３年度から、８小においても自校式給食が開始 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-16：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

排出抑制計画（リデュース・リユース） 

事

業

ご

み 

事

業

者

へ

の

意

識

啓

発 

・事業者のごみ減量・再資源化の方法に関する情報の発信 

・分別が守られていない事業者に対する指導 

・事業者用パンフレットの周知、意識啓発 

・廃棄物減量や資源化等に関する知識や情報の共有 

・「事業系ごみ削減セミナー」の実施 

・ごみ減量意識高揚のための施策導入検討 

△ 

・事業系ごみの搬入検査を実施（下表参照） 

概要：抜き打ちで、事業系ごみ搬入業者のごみ収集車のごみの状況を目視で確認 
 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

一般廃棄物処

理許可業者 
７回 ６回 未実施 未実施 

 

注意改善指導 5 回 ６回 未実施 未実施  

※令和２年度及び３年度の事業系ごみの搬入物展開検査はコロナ禍の影響により実施しないこととした。 

 

・ごみ集積所への事業ごみの排出に対して警告シールを貼付したほか、事業者に対し

て、事業系ごみとして自ら処理するように指導（下表参照） 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

指導件数 1 件 1 件 1 件 1 件  

 

・広報あさか、市ホームページへ事業ごみ削減、再資源化の情報を掲載 

・事業の用途に供する部分の床面積の合計が、3,000 平方メートル以上の市内の大

規模建築物を有する事業者へ事業系一般廃棄物減量等計画書、事業所概要、廃棄物

管理責任者の選任状況を確認（下表参照） 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

事業者数 52 社 52 社 59 社 56 社  

 

・優良排出事業者への表彰制度等の施策の検討を令和２年度より実施 

ご
み
の
減
量
・
再
資
源
化
事
業
の
検
討 

・資源回収ボックス設置・エコバッグ推進店舗の紹介 

・木質バイオマスについて民間の再生事業者の斡旋 

・対象事業所の面積要件の見直しを検討 

・事業ごみ減量の有効な手段の検討 

○ 

・事業系一般廃棄物減量等計画書の提出対象事業所の拡大を検討するため、市内事業

所の状況について平成 30 年度に調査 

・事業の用途に供する部分の床面積の合計が、3,000 平方メートル以上の市内の大

規模建築物を有する事業者へ事業系一般廃棄物減量等計画書、事業所概要、廃棄物

管理責任者の選任状況を確認【事業者への意識啓発を参照】 

・大規模事業所への立ち入り調査を実施、改善点の指摘 

・資源回収ボックスの設置店舗の情報を市ホームページへ掲載 

・事業系一般廃棄物減量等計画書の対象事業所について他自治体での対象面積を令和

元年度、令和 2 年度に調査 

・他自治体での事業ごみ減量施策について、令和元年度より調査 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-17：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

排出抑制計画（リデュース・リユース） 

事

業

ご

み 

小
規
模
事
業
者
に
対
す

る
適
正
排
出
の
推
進 

・情報収集と先進地における導入効果の検討 

○ 
・委託収集業者からの情報を基に情報収集を行い、ごみ集積所への排出事業者が判明

した場合は、適正なごみ排出について直接事業者へ指導【事業者への意識啓発を参

照】 

製
造
事
業
者
等

の
責
任
の
確
立 

・法的整備について、国や関係機関等に対して要望 

○ 
・以下について公益社団法人全国都市清掃会議を通じ、国へ要望 

・ＥＰＲ（生産者責任）法の制定について 

・各種リサイクル諸法の見直しについて（容器包装廃棄物以外のプラスチック製廃棄

物に係る拡大生産者責任など） 

再資源化計画（リサイクル） 

家

庭

ご

み 

分
別
排
出
の
徹
底 

・広報あさかや市ホームページなどを活用した分別排出の徹底 

・ごみ集積所監視パトロールの実施 

・市外からの転入者、外国人居住者等への広報 

・容器包装プラスチックの分別収集の導入検討 

○ 

・啓発用のパンフレット【日本語版・５ケ国語版・３ケ国語版（資源とゴミの分け方・

出し方）】を配布 

・日本語版及び外国語版（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語）のご

み集積所用分別看板を新規ごみ集積所設置の際や、分別が悪いごみ集積所、外国人

が利用しているごみ集積所などに配布 

・ごみ集積所及び資源物持ち去り防止監視パトロール業務を実施（下表参照） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

パトロール

実施回数 
40 回 76 回 ７６回 76 回  

 

・他自治体における、容器包装プラスチックの分別収集状況を令和元年度に調査 

・ごみ分別キャンペーン月間事業を実施し、有害ごみの適切な分別、排出について啓

発 

・やさしい日本語版分別チラシを令和３年度に作成 

集
団
資
源
回
収
活
動
の
促
進 

・朝霞市地域リサイクル活動推進補助制度の推進、登録団体数の増加 

・新たに活動する団体の増加 

○ 

・集団資源回収活動が促進されるよう、市ホームページに記事を掲載（下表参照） 

・店頭啓発活動で制度啓発チラシを配布 

・団体登録をしていない、町内会・自治会へ制度のチラシを送付 

・分別キャンペーン月間により、適正な分別を啓発 

・100 世帯以上の集合住宅へ制度の啓発 

 平成30 年度 令和元年度 令和2 年度 令和３年度 令和４年度 

取組団体数 170 団体 170 団体 169 団体 165 団体  
 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 



 

47 

表 2-2-18：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

再資源化計画（リサイクル） 

家

庭

ご

み 

小
型
家
電
品
の
再
資
源
化 

・レアメタル等の資源物の回収促進、効果的な再資源化の調査研究 

○ 

・クリーンセンターにおけるピックアップ回収のほか、拠点回収を実施（下表参照） 

拠点回収：市役所、リサイクルプラザ、朝霞台出張所 
小型家電 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

回収量 22,040kg 0kg 2,610kg 5,010kg  

売払額 2,373 円 0 円 40,431 円 19,327 円  

※令和元年度は、再資源化業者から平成３１年度から小型家電品の再資源化は逆有償になると

の金額提示があったため、鉄などの含有が多い家電製品は破砕処理して磁性物として売却した。

また、有用金属が多く含まれる電子機器等は有利な売却先が見つかるまでの間、クリーンセン

ターで一時保管することにした。 

 

・市ホームページ、資源とゴミの分け方・出し方パンフレットで分別回収の周知 

・宅配便を利用したパソコン等の小型家電リサイクル事業を展開している会社と協定

を締結し、回収サービスの利用を令和元年度より開始 
小型家電 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

回収量 - 1,517.4kg 6,756.4kg 8,041.6kg  
 

学
習
機
会
の
提
供 

・教室や講座の開催、クリーンセンターの見学会等の実施 

△ 
・3Ｒ推進団体協働事業を開催 

・クリーンセンター見学会を実施【環境教育の充実を参照】 

紙
類
の
資
源
化

推
進 

・広報あさかや市ホームページで再資源化の啓発 

・ペーパーリサイクルの先進地の実態調査、本市への適用の検討 

・ペーパーリサイクルや分別について周知 ○ 

・ごみ処理・再資源化の状況を市ホームページへ掲載 

・店頭啓発活動で、雑がみの分別を啓発 

生
ご
み
再
資

源
化
の
推
進 

・新たな再資源化方法について研究 

○ 

・生ごみ再資源化の情報収集、市ホームページによる啓発 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-19：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

再資源化計画（リサイクル） 

事

業

ご

み 

実
地
検
査
・
指
導

の
推
進 

・ごみ減量の取組や分別、処理方法等の指導 

△ ・対象事業所から提出された事業系一般廃棄物減量等計画書の内容を確認 

・計画書を提出の事業者の中からごみ排出量の多い事業所の実地検査、改善点の指摘 

・ごみ集積所に排出された事業ごみの排出者が特定できた場合に、直接事業所へ行き

適正排出の指導【事業者への意識啓発を参照】 

紙
類
の
再
資
源
化
の

推
進 

・再資源化ルートに関する情報収集、許可業者、古紙問屋等の情報提供 

△ 
・クリーンセンターへの事業系ごみの持ち込みの際に、可燃ごみと紙類の分別を指導

するとともに、古紙問屋への持込みを案内 

・紙類の再資源化に関する情報収集 

・可燃ごみに混在している事務用紙類について、分別し古紙業者に売払いするなど、

可燃ごみの減量について依頼（大規模事業所、立入調査時に指導） 

関
係
情
報
の
収

集
・
提
供 

・ごみの減量、再資源化に関する情報を掲載したパンフレットの配布、広報あさかや

市ホームページ等での啓発 

△ ・10 月の環境月間事業で、市内の一般廃棄物許可業者と契約している事業所及びク

リーンセンターへ直接搬入している事業所へ、再資源化のリーフレットを配布 

・市ホームページへ事業ごみ削減、再資源化の情報を掲載 

生
ご
み
再
資

源
化
の
推
進 

・生ごみの再資源化の研究・周知、食品リサイクル法遵守の指導 

△ 

・小規模事業所へ、適正排出・生ごみ再資源化の依頼【生ごみ減量化の推進を参照】 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-20：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 
評価 

主な実施状況 

収集・運搬計画 

ご
み
集
積
所
の
管
理 

分
別
の
徹
底 

・分別啓発用冊子の配布、ごみ集積所の分別看板の設置 

・分別や排出ルールについて、広報あさかや市ホームページで説明 

・ごみ回収分別用意の貸出や、ごみ集積所パトロールの実施 

○ 

・広報あさか、市ホームページへ、プラスチック資源ごみ分別の啓発や異物の混入状

況について掲載 

・ごみの収集時に、不適切な分別のごみ袋に警告シールを貼付し、改善（下表参照） 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

収集員による

貼付件数 
27,456 件 24,557 件 25,352 件 22,130 件  

※ポスティング件数とは、分別が不適切な地域に職員がパンフレット等のポスティングを行った件数 

 

・分別容器の破損や劣化、新規集積所新設により、集積所利用者からの依頼に応じて、

市職員による配布やクリーンセンターでの交換を実施 

・ごみ集積所及び資源物持ち去り防止監視パトロール業務を随時実施【分別排出の徹

底を参照】 

・分別パンフレットの配布【市民への意識啓発を参照】 

・日本語、外国語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語）に対応した、

ごみ分別パンフレット、集積所看板の配布【分別排出の徹底を参照】 

・ごみ分別キャンペーン月間を設け、市民へ適切な分別について啓発（市ホームペー

ジ掲載、市内掲示板へポスターを掲示、ごみ収集車へ、マグネットシートを掲示） 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

開催月 - - ２月 11 月  
※令和２年度から実施 

ご
み
排
出
マ
ナ
ー
の
向
上 

・関係機関との連携、マナーの向上 

○ 

・ごみ集積所用分別看板を配布【分別排出の徹底を参照】 

・集積所への不法投棄について、警告シールを貼付の上、状況に応じて１週間様子を

見て、変化がなければ回収（下表参照） 

・集合住宅集積所の排出マナー向上のため、令和２年度より管理会社・管理組合・不

動産会社等と連携して、住民へ周知 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

件数 76 件 88 件 101 件 76 件  

回収者 収集業者、ク

リーンセンタ

ー 

収集業者また

は、職員 

収集業者また

は、職員 

収集業者また

は、職員 

 

 

安
全
管
理
の
徹
底 

・収集における事故の防止 

・医療機関との調整、適正処理に向けた検討 

○ ・広報あさか、市ホームページに、集積所排出のプラスチック資源ごみの中に危険物

等（スプレー缶、注射針等）を混入させないように啓発記事を掲載 

・ごみ集積所監視パトロール実施【分別排出の徹底を参照】 

・ごみ集積所監視パトロール実施についての広報掲載【市民への意識啓発を参照】 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-21：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 
評価 

主な実施状況 

収集・運搬計画 

収集業務の

向上 

・収集・運搬業務における環境負荷の低減、温室効果ガス排出抑制 

・収集業者との意見交換 

・排出方法や収集・運搬における対応方法の周知 

・契約の手法の検討 

・効率的な収集体制の検討 
○ 

・収集業務委託を実施している、委託業者 2 社と委託調整会議を開催 

事業ごみ排

出の適正化 

・事業者に対する指導の強化 

○ 

・ごみ集積所への事業ごみの排出に対して警告シールを貼付したほか、排出が判明し

た事業者に対して、事業系ごみとして自ら処理するように指導【事業者への意識啓

発を参照】 

・事業ごみの出し方について、パンフレットを作成し、市 HP の掲載、配布 

高齢・障害

のある方へ

の支援 

・市ホームページへ家庭ごみ訪問収集の記事の掲載、市役所（長寿はつらつ課、障害

福祉課）へ制度の啓発のチラシ、申請書を置き制度啓発を実施 

・家庭ごみ訪問収集実施要綱に基づき、家庭ごみ訪問収集を実施（下表参照） 

 
 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

新規申 

請件数 

49 世帯 49 世帯 40 世帯 58 世帯  

登録 

件数 

119 世帯 119 世帯 127 世帯 167 世帯  

※登録件数は年度末実績 

○ 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-22：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 評

価 主な実施状況 

中間処理計画 

安全・適正な

維持管理 

・温室効果ガスの削減 

・状況に応じた施設の運転管理の実施 

・安全で適正な維持管理の実施 ○ 

・処理施設（ごみ焼却処理施設、プラスチック処理施設、粗大ごみ処理施設）の

日常点検を行い、必要な修繕を実施 

計 画 的 な 整

備計画 

・ごみ処理広域処理施設の建設について協議 

・整備の充実を図る 

・小型家電リサイクル推進のため、処理施設、処理体制の整備を推進 ○ 

・和光市との広域処理を踏まえた処理施設（ごみ焼却処理施設、プラスチック処

理施設、粗大ごみ処理施設）の計画的・定期的な整備・工事を実施 

新 技 術 の 情

報収集 

・処理の効率化、コスト削減の推進 

・新技術の情報収集 

○ ・ごみ処理に関する情報誌や処理施設の視察研修に参加し、情報収集を実施 

※令和 2 年度と令和３年度はコロナ禍により視察研修を実施せず、ごみ処理に

関する情報誌等により情報収集を実施 

広 域 処 理 の

検討 

・和光市とのごみ処理広域化を協議 

○ 

［平成 30 年度］ 

・平成 30 年 8 月 21 日に、朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書

を締結し、平成 31 年 2 月 20 日に朝霞市・和光市ごみ処理広域化協議会の

設置に関する覚書を締結 

［令和元年度］ 

・平成 31 年 4 月に朝霞市・和光市ごみ処理広域化協議会が設置され、協議会

の組織体制や規約、事業主体（一部事務組合）設立までのスケジュールにつ

いて協議 

［令和 2 年度］ 

・和光市との広域処理を実施する事業主体として、「朝霞和光資源循環組合」を

令和２年 10 月に設立 

・令和 10 年度の新施設稼働開始に向けて、地歴調査などの業務に着手 

［令和 3 年度］ 

・令和 10 年度の新施設稼働開始に向けて、引き続き地歴調査などの業務を実

施 

・令和３年度は、施設整備基本計画の策定、生活環境影響調査等を実施 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-23：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 
評価 

主な実施状況 

最終処分計画 

最 終 処 分 場

の確保 

・安定した最終処分場の確保 

○ 

・ごみ処理ルート（フロー図）を市ホームページに掲載 

・3 か所の最終処分場で、焼却灰等の埋立処分を実施（下表参照） 

処分先 処分物 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

埼玉県 
主灰 200.00ｔ 200.30ｔ 200.10ｔ 219.30ｔ  

不燃物 102.90ｔ 121.80ｔ 89.90ｔ 88.20ｔ  

群馬県 
焼却灰 - - 15.27ｔ 14.58ｔ  

固化灰 491.80ｔ 495.83ｔ 484.79ｔ 469.50ｔ  

山形県 

主灰 100.00ｔ 12.38ｔ 74.88ｔ 62.53ｔ  

固化灰 182.23ｔ 223.63ｔ 193.29t 212.24ｔ  

不燃物 21.84ｔ 21.01ｔ - 4.62ｔ  
 

最 終 処 分 場

の延命化 

・最終処分場の延命化 

○ 

・再資源化を推進し、最終処分場での埋立処分量を削減（下表参照） 
再資源化 

方法 
対象物 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

セ メ ン ト 原

料 

主灰 273.57ｔ 446.88ｔ 321.09ｔ 370.37ｔ  

飛灰 65.98ｔ 43.54ｔ 64.51ｔ 48.37ｔ  

人工砂原料 主灰 1,111.07ｔ 1,164.49ｔ 1,232.76ｔ 1,230.69ｔ  

焼 却 し 熱 エ

ネルギー 

廃プラ 837.07ｔ 913.94ｔ 691.06ｔ 609.55ｔ  

ビデオ 

テープ 
76.59t 82.82t - -  

軟質 

プラ 
1,029.75ｔ 798.00ｔ 977.21ｔ 855.10ｔ  

ガ ス 化 改 質

により、気体

エ ネ ル ギ ー

源 

廃プラ - 172.50ｔ 339.09ｔ 346.19ｔ  

不燃物 59.31ｔ 24.97ｔ 24.77ｔ 8.98ｔ  

軟質 

プラ 
- 182.24ｔ 332.43ｔ 327.04ｔ  

再生砕石へ 
焼却灰 649.69ｔ 587.63ｔ 609.05ｔ 632.61ｔ  

固化灰 199.91ｔ 195.23ｔ 211.34ｔ 199.89ｔ  
 

最 終 処 分 と

リ サ イ ク ル

処 理 の 現 地

調査・確認 

・適正な処分・処理の調査・確認 

○ 

・法令等に基づき、埼玉県内や他都道府県の最終処分場等の現地を視察し、適正

に処理されていることを確認（下表参照） 
視察箇所数 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

最終処分場 3 ヶ所 3 ヶ所 3 ヶ所 2 ヶ所  

リ サ イ ク ル

施設 
14 ヶ所 13 ヶ所 11 ヶ所 8 ヶ所  

 

自然環境への

負荷の低減 

・自然環境への負荷を自覚した行動の周知 

○ ・市ホームページに、ごみ処理フローを掲載 

・リサイクルプラザに廃棄物、焼却灰に混入していた不純物を展示し、ごみの処

分、リサイクルの現状を周知 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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表 2-2-24：施策の実施状況の確認 

項 

目 

細 

目 

施策の概要 
評価 

主な実施状況 

災害廃棄物処理計画 

被災時の処

理体制の確

保 

・災害廃棄物の処理の実施 

・平成 30 年度、令和元年度に埼玉県主催で行われた図上訓練へ参加 

・災害廃棄物処理基本計画の策定に向けて検討を実施 
項目 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

収集 

方法 

・市職員の収集 

・市民の直接持

ち込み 

・市職員の収集 

・市民の直接持

ち込み 

・市民等の直接

持ち込み 

-  

搬入先 
クリーンセン

ター 

クリーンセン

ター 

クリーンセン

ター 

-  

発生量 6,970kg 74,690kg 5,220kg -  
 

○ 

支援体制の

確保 

・埼玉県及び県内市町村等による「災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定」

に基づく、協力や支援要請 

令和元年度：台風 19 号で深刻な被害があった東松山市から支援要請があり、令和

元年 11 月５～15 日の間に計９人の職員を派遣 

 

○ 

評価の凡例：○計画どおりに実施できた指標 

△計画の一部が実施できなかった指標 

×計画が実施できなかった指標 
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第３章 課題の整理 

ごみ処理の現状を踏まえ、本市における課題を整理すると、以下のとおりです。 

 

１ 排出抑制 

ごみ排出量は、平成 30（2018）年度から令和２（2020）年度まで増加傾向を示し、令

和３（2021）年度には減少に転じましたが、第５次計画の目標達成は困難な見込みです。

また、生活系ごみ排出量、生活系ごみ原単位も同様の傾向を示しており、国、県及び類

似団体の平均値を下回っているものの、いずれも第５次計画の目標達成は困難な見込み

です。事業ごみ排出量についても、令和２（2020）年度に大きく減少しましたが、令和

３年度には再度増加に転じて、第５次計画の目標達成は困難な見込みです。 

ごみ量の変動の要因として、人口増加や新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う外

出制限による家の片付けやテイクアウトの利用増加、営業時間の短縮などが挙げられま

す。令和３（2021）年度以降は、新型コロナウイルス感染症流行前の状況に戻りつつあ

ることから、今後のごみ量の推移について注視していく必要があります。 

令和２（2020）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響で、対面での市民や事

業者に対する啓発活動や指導等の実施が一部困難でした。今後は、これまでの取組の継

続と推進を図るとともに、他自治体における取組等を参考としながら、本市において排

出抑制に効果的な施策を検討し、より一層のごみ量の削減を図る必要があります。 

 

２ リサイクル 

リサイクル率は、令和元（2019）年度に増加に転じ、令和２（2020）年度までは推計

値を上回っていましたが、令和３（2021）年度は減少し、第５次計画の目標達成は困難

な見込みです。残渣類のリサイクルも含めた再生利用率についても、第５次計画の目標

達成は困難な見通しですが、国及び県の目標値、ならびに類似団体の平均値を上回って

おり、これまでの取組の成果として一定の評価ができると考えられます。 

本市のごみ焼却処理施設における燃やすごみの組成分析調査の結果によると、紙類、

ビニール・プラスチック類、厨芥類（生ごみ）が燃やすごみ全体の約８割以上を占めて

います。紙類の減量化に係る先進自治体の取組をとりまとめ、本市への適用可能性を検

討するとともに、近年のプラスチックごみや食品ロスを取り巻く政策動向を注視し、よ

り効果的な減量化・再資源化施策の導入を検討する必要があります。 
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３ 収集・運搬 

収集・運搬量は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等の影響で片づけご

みの排出量が増加したことにより、令和２（2020）年度の燃やせないごみ及び粗大ごみ

の収集・運搬量が過去９年間で最大値となり、令和３（2021）年度は幾分減少したもの

の、依然収集・運搬量は多くなっています。 

燃やすごみの中には、紙類、ビニール・プラスチック類が半分以上と大量に含まれて

いることから、適切な分別が求められます。本市では、ごみ集積所及び資源物持ち去り

監視パトロールの実施といった、分別の徹底に向けた取組を継続しており、今後も市民

や事業者へ向けた啓発及び指導の強化が必要です。また、運搬車両の安全運行励行によ

る事故防止や効率的な収集・運搬体制を整備することが課題として挙げられます。 

さらに、人口の高齢化が年々進行し、ごみ集積所等へのごみ出しが困難になることが

懸念されることから、「家庭ごみ訪問収集事業」を継続実施するとともに、市民のニーズ

を把握し、それに応じた収集・運搬体制を検討していく必要があります。 

 

４ 中間処理 

焼却処理量は、平成 25（2013）年度以降、増加傾向を示しています。また、燃やせな

いごみ及び粗大ごみの処理量は、平成 29年度以降増加傾向にあり、とくに令和２（2020）

年度の処理量は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等による影響で、片づ

けごみの排出量が増加したことにより、過去９年間で最大となっています。 

本市のごみ焼却処理施設は、平成６（1994）年 12月に竣工し、老朽化が進行している

ことから、令和 10（2028）年度の和光市との広域ごみ処理施設の稼働開始を目指して、

検討を進めています。2022年（令和４年）９月に策定した「広域ごみ処理施設整備基本

計画」に基づき、将来にわたって安定的・効率的な廃棄物処理体制を確保する必要があ

ります。 

また、現施設については、安全で適正な維持管理の実施を継続していくとともに、処

理の効率化、コスト削減の推進、温室効果ガスの排出抑制、大規模災害時の廃棄物処理

等について検討していく必要があります。 

 

５ 最終処分 

本市は最終処分場を有していないため、これまで焼却灰、ばいじん、不燃残渣の一部

を埼玉県や市外の民間の最終処分場で処分し、その他を再資源化することにより、最終

処分量の削減に努めてきました。 

最終処分量は、平成 29（2017）年度以降はほぼ横ばいで推移していますが、１人１日

当たりの最終処分量は県の目標値を達成しており、最終処分率も類似団体の平均値を下

回る状況を継続しています。更なる最終処分量の削減を図るために、市民に対して、本

市のリサイクルや最終処分の現状及び取組に対する情報提供を行い、市民の協力の下、

今後もごみの排出抑制及びリサイクルを積極的に推進し、最終処分場の延命化を図る必

要があります。また、最終処分を継続的に安定して行うために、最終処分場の確保及び

適正処理・処分の確認調査を継続して行う必要があります。 


